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農を変えたい！全国運動 有機農業技術会議 
 

第 1 回総合研究会のご案内 

 

3 月 16～18日に滋賀県立大学において、「農を変えたい！全国集会 in 滋賀」が開催されます。これ

にあわせて、「農を変えたい！全国運動 有機農業技術会議」も、「第 1 回総合研究会」を開催すること

となりました。 

1 日目の第一部は西村代表による基調講演の後、有機農業技術の第一人者がパネラーとなり、さまざ

まな課題について討議します。この日の夜には「全国有機農業団体協議会 生産者懇話会」が予定され

ておりますので、こちらにもぜひご参加ください。有機農業技術の課題について積極的に意見交換を

行いましょう。 

翌日の第二部は 4 会場に分かれ、呼びかけ人が進行役となって有機農業の現状と課題、技術会議の

活動について、参加者と意見交換した後、全体会を行う予定です。詳細は下記の通りとなっておりま

す。ぜひ、お誘い合わせのうえご参加ください。 

 
 

記 

 
 
●日時／2007年 3 月 16日( 金)  13時 30分 ～ 17日( 土)  12時 

●場所／滋賀県立大学（滋賀県彦根市八坂町 2500）※裏面に学内地図を掲載しました 

JR東海道線（琵琶湖線）南彦根駅よりバス約 15分 

彦根インターから約 25分 

●参加費／1,000 円（資料代として） 

●内容 

 第１日目  3 月 16日( 金) 13 時 30分（12時 30分受付開始) ～17時 30分 交流センターホール 

開会 

基調講演「有機農業の現状と課題」西村和雄（有機農業技術会議代表） 

パネルディスカッション 

基調講演を受けて呼びかけ人がパネラーとなり、慣行農業からの転換技術・新規就農者支

援・土づくり・水田雑草や病害虫の抑制技術などについて討議します。 

「有機農業技術会議の今後の活動について」藤田正雄（有機農業技術会議事務局長） 

技術会議の運営体制、07年の活動内容を紹介します。 

 第 2 日目  3 月 17日( 土)  9 時～12時 

分科会 9 時 30 分～11 時 

4 会場に分かれて、呼びかけ人が進行役となって有機農業の現状と課題・技術会議の活動に

ついて、参加者と意見交換を行います。 

全体会 11 時～12 時 各分科会の討議内容報告 まとめ「有機農業の展望」西村和雄 

閉会 

●参加費 第一部＋第二部合わせて 1,000 円（要申し込み） 

●宿泊 3 月 16日夜（朝食付）5,000 円（要申し込み）※ 3 月 17日の宿泊は各自ご手配ください 

●申し込み方法 郵便振替でお申し込みください。「有機農業技術会議参加費」「宿泊費」というよう

にご記入のうえ、3月5日までに次の郵便振替口座にお振り込みください。 

郵便振替口座／00100- 4- 502084 加入者名／農を変えたい！全国運動  
※念のため、当日は郵便振替用紙の受領証（右側の部分）をご持参ください。 

●問い合わせ先 有機農業技術会議事務局 財団法人自然農法国際研究開発センター農業試験場 内 

〒390- 1401 長野県東筑摩郡波田町 5632 

  Tel:0263- 92- 6800 Fax:0263- 92- 6808 E- mail: office@ofrc.net  



 

同時開催する催しについて 
●農を変えたい！全国集会 in 滋賀 3 月 17日（土）13 時 30分（12時半受付開始）～17時 30分 

場所／滋賀県立大学 交流センターホール 参加費／1,000 円（申し込み不要） 

第一部 パネルディスカッション「有機農業推進計画とこれからの環境行政」 

パネラー／霜尾誠一氏（愛農高校理事長 有機農業生産者）・金子美登氏（全国有機農業団体協議

会代表 有機農業生産者）・山口節子氏（生協連合きらり会長）・藤田和芳氏（大地を守る会会長）・

麻田信二氏（前北海道副知事 有機農業生産者）・滋賀県行政の方（依頼中） 

第二部 リレートーク「草の根の環境・農業運動の取り組み～北から南から」 

第三部 政策提言「県別有機農業推進計画のモデルづくり」 

金子美登氏（全有協代表 食料・農業・農村政策審議会生産分科会臨時委員）・安井 孝氏（今治

市政策研究室室長）・中島紀一氏（農を変えたい！全国運動代表 茨城大学教授） 
   

●交流懇親会 18時～20時 学生ホール 参加費 5,000 円（要申し込み） 

●全有協・有機農業生産者懇話会 3月16日（金）夜（要申し込み） 

場所／青年の城（滋賀県蒲生郡竜王町薬師1178 ）参加費／2,000円   

技術会議終了後、有機農業に取り組む生産者・有機農業を目指す生産者同士が語り合う
場を設けました。宿泊場所ともなる青年の城に移動して、生産者懇話会を行います。懇
話会だけの参加も歓迎します。会場との行き来には、バスを用意しています。 
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Ή ₀ ῴ‍΅  ῌ”  

 

” ₀ ‼⁴ ⅜№⅍─╒₦₀ ‏  ‴  

新しい時代の農のあり方として有機農業への社会的関心と期待は高まっています。30 年

余の地道な取り組みを踏まえて、有機農業はいま飛躍的発展の好機を迎えています。有機

農業が大きく発展することができれば、日本の農は変わり、日本の社会も救われていくで

しょう。しかしそのためには有機農業自身が技術の面でいま一歩の前進、いっそうの技術

深化が不可欠だと考えます。個々には優れた技術実践はあるものの、それは有機農業生産

者が共有する普遍的技術とはなりきれておらず、新規参入の希望者にとっても有機農業の

学びやすい仕組みは作られていません。また、現場と結びついた技術開発の体制も作られ

てはいません。 

こうした状況認識を踏まえて、「農を変えたい！ 全国運動」は、その重要な実践プロジ

ェクトとして「有機農業技術の確立」の課題を取り上げ、この課題の追求を志す人たちに

よる全国ネットワークを立ち上げることにしました。有機農業の技術確立にむけた全国ネ

ットの構築は有機農業運動の長年の懸案でしたが、現実にはさまざまな難しさがあって実

現されていません。しかし、この課題をいつまでも棚上げにしておくことはできません。

「農を変えたい！ 全国運動」にこの課題を十分推進できる力があるなどとは考えてはおり

ませんが、どこかのセクターが呼びかけて不十分な体制であっても実践の口火を切ること

が必要ではないかと考えました。 

今回の全国ネット構築への呼びかけを一つの契機として、有機農業技術の確立を進めた

いと考えておられる幅広い方々がここに参画され、文字通り全国ネットワークの名にふさ

わしいイニシアティブある連携活動の体制が組み立てられていくことを期待しています。 

全国ネットの呼びかけにあたって次の諸点を一応の確認事頄とします。 

 

(1)有機農業の技術確立についての基本的考え方について 

 ̧ 農業は基本的には自然の恵みとして、また、いのちの育みとしてあることを認識し、

自然と農業の共生の視点を技術論の基礎におきます。 

 ̧ 作物・家畜のいのちの営みの生理生態的仕組みと種、品種等の特質の基本点をきち

んと踏まえます。 

 ̧ いのちの拠点としての土壌の重要な意義を認識し、その仕組みを理解し、安定的な

活性化への技術を組み立てていきます。 

 ̧ 作物・家畜・土壌・地域の自然をつなぐ能動的な要素として微生物や小動物の世界

の重要性を認識し、その安定した活用への技術を組み立てていきます。 

 ̧ 地域の風土的条件を重視し、それを恵みとして活かしていく技術方向を重視します。 

 ̧ 地域農業の歴史的蓄積を評価し、そこから学んでいく姿勢を堅持します。 

 

(2)技術確立の方向性について 

 ̧ 食べものとしてのおいしさ、栄養価などの食べものとしての値うちの向上を追求し

ます。 
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 ̧ 生育の安定性、圃場や作付け体系における落ち着きの良さなどを重視します。 

 ̧ 総合的な意味での生産性の向上と経営の安定化を追求します。 

 ̧ 圃場内、経営内、地域内循環の促進を重視します。 

 ̧ 生産者の仕事の楽しさの向上を重視します。 

 ̧ 地域の自然との共生を追求します。 

 ̧ 地域農業が培ってきた伝統的あり方の保全を積極的に評価していきます。 

 ̧ 小規模、兹業でも成り立つマーケティングのあり方を追求します。 

 

(3)技術確立推進運動の進め方について 

 ̧ 特定の権威に依存せず、是々非々を旨として、良いものは良い、まずいものはまず

いと率直に評価していきます。 

 ̧ さまざまな理論はとりあえず仮説として取り扱い、絶対化せず、しかも現実に役立

つ理論形成に努めていきます。 

 ̧ 技術の評価にあたっては客観性を重視し、あわせて結論を急がず、長期的視点から

ゆっくりとした評価に努め、なによりも現場での検証、交流を重視します。 

 ̧ 農法の違いによるいがみ合いを避け、相互の交流と学び合いの機運を育てていきま

す。 

 ̧ 技術形成の場は現場だということをつねに念頭におき、技術を作り育てる農業者の

力を広げていきます。 

 ̧ 技術確立の場にも、調理技術者、加工関係者、流通関係者、地域関連業者、消費者

等が適切な形で参画できるような仕組みをつくります。 

 ̧ 技術確立の成果、失敗の経験などについて双方向的な情報流通の仕組みをつくり、

活発なコミュニケーションを形成していきます。 
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” ‗  

西村 和雄（京都大学農学部） 

„ ‼‚ 

昨年 12 月の有機農業推進法成立は、戦後始まった有機農業や自然農法の長かった幕が

ようやく開いたのだと、私としては言いたくなる記念碑のようなものだった。「日暮れて道

遠し」、ここ十数年ほど、年が変わるごとにそんな感慨を抱いていた胸のつかえが、尐しは

取れたようだ。でも、それだけで決して安心は出来ない。未解決の問題を大量に積み残し

たままの有機 JAS 法の出港。それも船出した途中で崩れた積荷を捨てたような有機 JAS

法改正。有機畜産。国内に対しての法整備ではなく、大きな海を隔てたどこかの国のため

に、自ら進んで合わせたとしか言いようのない法整備ではないのかと言いたくなる。そし

てまた推進法では、行政にふたたび、してやられるのではないのかという不安が残るが、

杞憂であればとは願いたいものだ。 

それにしても、有機農業（以下この単語で統一する）にはいまだ解決せねばならない諸

問題が立ちふさがっている。それは現代農業にもいえることなのだが、そちらの方は我々

の問題ではないし、我々に対しては分厚く立ちふさがるアカデミズムもバックにあるのだ

から、然るべき方面にゆだねよう。 

その上で、散文的にではあるが、有機農業にまつわる諸問題を、これから解決せねばな

らない問題として、主として技術的側面に関して、述べてみたい。 

 

‚–΅― 

有機農業でよく言われる、安全・安心の農産物生産とは、結果でしかない。結果として

の収穫物である以上、その前段階としての作物の栽培管理と、圃場の管理が付きまとう。

その上になおかつ、生き方としての有機農業がある。その意味では、有機農業とは生物に

まつわる多様性の世界であり、単なる農業生産だけの現場ではありえない。いってみれば、

女性を「産む機械」というような、単純かつ傲岸な言い方で、表現する対象ではないのと

同様、作物は「食物を作る機械」ではけっしてありえない。農薬と化学肥料とだけで、複

雑な生物をコントロールできるものではないのだ。 

さて、ひとまず有機農業にまつわる諸問題を概略してみたい。そのうえで、すでに走り

始めている新たなる世紀を切り開くべき展望についても、述べてみたい。なお、あらかじ

め断っておくが、本論では有機農業として一括に組みこんではしまうけれど、その枞組み

の中には自然農法も含めて概括することを許していただきたい。本来、有機農業と自然農

法とは異なるのだが、それでも現代農業と比較すれば、両者は現代農業とは根本的に異な

る明瞭な一線を画することが出来るからである。先ずは有機農業への転換にかかわる事柄

から。 

 

‭”   ” ║ ║₮₰Ω√” ΅ 

慣行農業から有機農業へ切り替える場合、圃場管理はもちろんのこと、作物栽培や病虫

害の管理に至るまで、根本的にシステムを切り替えてゆかねばならない。この際、重大な

課題が耕作者に問われることになる。その課題とは。 
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慣行農業と有機農業とでは、圃場に一見同じ作物が生育しているようであっても、そこ

に至る過程はまったく異なると考えてよい。それは喩えてみれば、コンピュータを運用す

るシステムの違いよりも大きな、根本的な違いが有ると考えてよい。ウインドウズとマッ

キントッシュの違い、さらにはユニックスなど、コンピュータを駆動する出発点からそも

そもシステムに違いがあるように、慣行農業と有機農業とではスタートから農業そのもの

のシステムが、まったく違うものだという観点にたたないと、その先に見えてくるべきも

のが異なってくる。 

もうひとつ例を出そう。葉をかじる虫が圃場に出現したとしよう。慣行農業では、それ

に適合する殺虫剤を準備し、適当な時期に散布すればそれでこと足りる。いかにも安直そ

のものである。施肥にしても、マニュアルが完備している。それらをそっくり引き合いに

出せば、こと足りる。だが、有機農業に転換したからと言って、殺虫剤の代替物としての

ニームやストチュウ、あるいはそれに類似した自然界に存在する天然の薬剤を使用したと

しよう。そのことがすでに、農薬の代替物としての防除をしようとする、発想にしかなら

ないのである。それが果たして有機農業の根幹にかかわる発想だといえるのかどうか。合

成化学薬剤の延長上にある、有機で認められる天然薬剤となると、そこに官、すなわち行

政が付け入る隙が生まれる。それが鼻持ちならない有機 JAS 法につながってしまう。有機

JAS 法はつくったものの、その根幹となる有機農業のシステムそのものを、行政が理解し

ているとは、到底言いがたいのは、システムそのものの違いをまったく理解できていない

という証左に他ならない。 

さて、本題に戻る。有機農業への転換には、なによりも土壌の基礎体力すなわち地力を

どのようにして短期間に養うのか。それが問題となる。なぜなら転換期間中の地力養成対

策はそのまま、収入に影響するからである。ましてや使用する有機物資材ともなると、あ

れはダメ、これはダメと、いらぬ有機 JAS 的おせっかいを、止めて欲しいものである。ど

うせなら、これを使いなさい、あれはどうですかと、立派な指針を出して欲しいものだが。 

さて、現代農業から有機農業へと、切り替えた場合、かならずと言っていいほど付きま

とう問題がある。それは、切り替えの時点で完熟堆肥を入れたからと言って、すぐさま収

量には結びつかないばかりか、場合によっては減収することがあるという事実。早い場合

で数年、長いと十年ほど収量の回復までに時間を要する。この落ち込みと回復は、土壌生

態系が回復するまでの期間と見てよい。農薬で痛めつけられ、化学肥料の施用によって消

えてしまった土壌生物相、それがあるべきところまで回復するのには、かなりの時間を必

要とするのである。 

土壌生態系で第一に重要なのは、土壌生物による有機物の分解能力である。それも単純

な微生物相ではなんともならない。複雑多岐にわたる微生物と、土壌動物の生息がなされ

なければならない。端的にいうなら、種類と数、双方ともに多くなることが望ましい。が、

はたしてそのような状態を速やかに達成するような魔法の資材があるのだろうか。 

地力の実態とは何か。それを解明しなければ、早急な地力の賦与方策や、それに伴う資

材などの調達をはじめ、有機農業に至るまでの期間をどのように判断するのかなど、未解

決の問題が多い。ちなみに、有機農業になりえたとする、達成目標なり、指標となりうる

ものは果たして存在するのか。農水省が転換期間中を３年とする根拠は薄弱でまったく裏

づけがない。そんなものが果たして法律かといいたくなるのだが、実は生物活性の旺盛な
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土壌を現出すれば、はるかに短くなる。法律で決めて、土が変わるものでは決してありえ

ないことを、明記しておく。 

 

║ ”  

病害虫の生理・生態をある程度まで知っておかないと被害を回避出来ない。というか、

圃場の生態を知っていないと、病虫害を押さえる術は創出できない。圃場に生態系を豊か

に作り出すことが、回避につながると考えてよい。この点、常識ではありえないと、否定

的に見る向きも多いが、基本は生態系の回復しかない。有機栽培の農家でも、畜糞を多用

する傾向にある圃場では、回避が難しい。とくに窒素過多が病虫害を誘発しているような

傾向が見られる。 

ただし、回避するについては、有機薬剤を使うことが、正当であるとは言いがたいとこ

ろに、有機農業の根幹をなす部分がある。基本的な考え方としては、たとえビールの飲み

残しでもって、ナメクジを誘因捕殺することも、薬剤の使用につながる。たとえ使用する

ものが自然に由来するものであっても、生態系に影響を及ぼすようなモノは安易に使用す

ることは出来ない。例（病害虫ではないが）：アイガモをどう考えるか。アイガモの放飼期

間中、水田のなかには、アイガモ・土・水稲・水の四つしかない。トンボ・カエル・タニ

シ・ドジョウなどなど、すべてアイガモの胃袋に入ってしまうことになる。したがって、

アイガモを水田に放飼している期間中に生活環の一部もしくは全部を過ごしている生物は、

放飼期間中を通じてアイガモの胃袋を通過することになる。ジャンボタニシも同様で、水

田から逃げ出した場合、周辺の自然環境に及ぼす影響には無視できないものがある。 

病害微生物の休眠場所と出現条件、そして病原微生物や食害昆虫に対する作物の感受性

を、栽培条件や作物の生理的条件と組み合わせて解明する必要がある。また、こうした課

題には、作物の栄養状態と作物の組織構造との関連、あるいは罹病抵抗性や病原微生物の

侵入経路など、未解明の課題が山積している。 

たとえば、野菜を食害する昆虫、すなわち植食性昆虫が、消化管にタンパクやセルロー

スの分解酵素を保持しているのか、あるいはまた、肉食性昆虫がタンパク分解酵素以外に、

消化酵素を持ちえるものなのかどうか。植食性昆虫が、タンパクやセルロース分解酵素を

はたして持っているのか、はなはだ疑問である。ちなみに吸汁性昆虫のアブラムシは低分

子のアミノ酸しか利用できない。 

野草にしても、生態をしっかり把握しなければ、野草を抑えることは出来ない。問題は、

除草ではなく、抑草という概念を理解すること。野草の発芽条件や生育条件の解明と、そ

の生育阻害方法を、生態的にあるいは耕種的防除方法として、創出しなければならない。 

最後に言っておくが、ネコブセンチュウは、クロタラリアという名の熱帯マメ科緑肥作

物を播種することによって、ネコブセンチュウを選択的に駆除することが可能である。ハ

ブ草（ハブ茶に使う）もネコブセンチュウを選択的に駆除できる。これらの緑肥作物の根

に、ネコブセンチュウが口を突き刺すと、その部分の根が膨れ上がり収縮して、ネコブセ

ンチュウを絞め殺してしまう。罠植物と称されるゆえんである。 

ちなみに良く似た名称のネコブ病はアブラナ科の大敵であるが、発生する条件は酸性土

壌であることと、土壌水分が多くて湿気ることである。したがって、カキガラ石灰を散布

し、同時に排水がよくなるように、畝を高くするだけで、結構ネコブ病を回避することが
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出来る。 

 

 

ここ数年、各地での事例を見るにつけ、再び、地力がいかに大切であるかが、わかって

きた。ボカシでもって地力の不足を補うことは出来ても、ボカシでもって土壌の基礎体力

を養成することは出来ない。ただし、地力の養成に、堆肥を作ることが困難な状況にあっ

て、それを肩代わりできる有機物材料をどのようにして確保するか？それが課題となる。 

先に畜糞の多用について指摘したが、そもそも畜糞を使用するのは、化学肥料の代替物

である可能性がないとはいえない。投与しないと収穫が期待できないという、化学肥料と

同等の発想である。畜糞で問題となるのは、鶏糞や豚糞のように窒素含量がきわめて高く、

それこそは化学肥料に匹敵するような有機物の施用は、慎重に施用方法を検討する必要が

ある。 

ちなみに、野菜の葉色について、緑が濃いほど優れた野菜だと誤解するムキが結構ある

が、これは根本的な間違いで、緑の濃い、黒ずんだような色は葉緑素の量とはまったく関

係がない、別の色素である。葉色の濃い野菜を、あたかも栄養価が高いように思っている

が、生産者も消費者ともども惑わされているとしか言いようがない。 

肥料分の過剰施用は論外なのだが、養分をどこまで下げても、収量や味に影響がないも

のなのか、この点特に有機農業では重要だと考えている。ちなみに、収量と味とは反比例

の関係にあり、栄養価にしても、同様の関係が存在する。適正な施用量を戒めるべきでは

ないだろうか。ところで、市販の現代農業版の野菜は、葉色が極めて濃い。それを好むの

は、消費者の単純な誤解なのだが、この点肥培管理もさることながら、消費者の教育とい

うか、食育がきわめて重要な課題である。 

 

≥└” ‚  ⁴  

鶏糞をはじめとする畜糞を過剰に使用すると、それでなくとも土壌中にリンが蓄積して

いるのに、リンの蓄積を促進することになる。 

戦後、酸性土壌の矯正とリン資源の賦与によって、耕地の化学的性質を改善してきたが、

今やリンの過剰蓄積が微量元素の不足（欠乏）を惹起しかねない状況にまでなってきてい

る。たとえ作物に欠乏症状が出ないにしても、潜在的な欠乏状態（すなわち不足状態）に

あると考えた場合、人に対する不足が心配になる。こうした欠乏症状の第一歩は、カルシ

ウムが土壌にあるにも関わらず、カルシウム不足が多発する傾向にあると見てよい。また、

カルシウムにとどまらず、リンが微量元素についても、かなりの量を土壌中で固定してい

るのではないかと恐れている。カルシウムをはじめとして、微量元素までもが不足してい

る段階にあるとすれば、それを食糧としている日本人には、最終的に潜在的な不足が生じ

る可能性がある。 

葉物野菜に目立つ傾向にあるのだが、ここ 20 年間にわたって、葉物野菜が柔らかくな

ってきた傾向がないだろうか。切るとき堅くて、それでいて煮ると柔らかくなるのが、本

当の野菜ではないかと、言いたくなるのだが、柔らかくなってきたという傾向に、はたし

て気づいているのだろうか。現代農業では、当たり前のように柔らかくなっているのだが、

はたして比較したことがおありだろうか？ 
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さて、この解決法である。微量元素をはじめ、カルシウムやマグネシウムにまで、不足

症状が出だしたりして、そのときの普及所やＪＡでの土壌分析結果はどうだったか。可溶

性のカルシウムが多くあるのに、それでいてトマトやピーマンに尻腐れが出ていなかった

か？しかも、普及所やＪＡで苦土石灰をやれとか、いわれなかったか？あるいは、有機 JAS

がお墨付きを出している、有機石灰やカキガラ、そして天然の硫酸マグネシウムや炭酸マ

グネシウムを施用したら？と、言われなかったか？ 

そんなことよりも、大事なことがある。土の中で、リンに固定されて寝ているマグネシ

ウム・カルシウム・微量元素などの大切な資源を、叩き起こすことはできないのだろうか？

資材を購入することよりも、土の中で寝ている貴重な資源を、有効利用しようとは、思わ

ないのか？ 

起こす手立てはある。大切な、それでいて眠れる資源を有効化すること。それも、我々

が直接手を下さずとも、植物が・自然がやってくれるようにすればいい。それこそが、有

機農業の真骨頂だとは思わないか。ある！ぜったいある！それは、緑肥作物を有効に活用

することでもあるのだ。種明かしはいずれの機会にしよう。 

 

しだいに目立ってきたことなのだが、畜糞を多量に利用する傾向にある。それは畜糞に

由来する窒素分を当てにして、作物生産をしようとするからである。収量こそが大切だと

思うからである。それよりも、なぜ美味しさを付加価値としないのか。ここで考えて欲し

い。畜糞の由来となる飼料は、海外の資源に依存していることを忘れてはならないのだ。

そのことが、ひいては総合自給率を低迷させたままにしているのだとは思わないか。願わ

くば、家畜の飼料を自給したいものだ。 

 

‗  

なぜ近年になってから不耕起という技が再考されるようになってきたのか、考えてみれ

ば不思議なことではあるが、理由が解らないわけではない。理由のひとつは表層被覆の見

直しである。 

たとえば、表土が風蝕を受けるような条件、わが国では十勝平野のように、軽 捷
けいしょう

な火山

灰土壌では、大型機械化農業をおこなうために、防風林の間隔が広まってしまい、風蝕を

受けやすくなってしまった。このような場合、うね上の一部だけを耕耘することによって、

可能な限り土を抑えたままにすることが望ましい。いわゆる部分耕である。 

ただし、粘土質で重い土では、耕耘をうまくおこなってゆかないと、土壌が固く締って

くるようになる。したがって、土壌条件を考慮しない耕起・不耕起の議論は不毛の論議を

導きかねない。結局自分が耕作している土壌の条件を考慮し、なおかつ作目との組み合わ

せを考えた上での耕起・不耕起の議論をすべきである。そこまで土を理解して耕作をして

いる人が尐ないのかも知れない。 

まだ他にも、不耕起に対する見直しはするべきだとは思う。これについては、別の機会

に譲ることにする。 
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有機農業には、いかがわしい影がどうしても付きまとう。 

有機農業が生物をいかに巧妙に扱うかという、手練にならないといけないという、側面

を持つゆえに、技術としては、現代科学の領域から、果ては錬金術まで、延々と連続して

いる。この点、現代農業はチョー簡単である。なぜなら能書きの決まった、農薬と化学肥

料とを使っておればよいのだから。あとは誰かの進めに従い、唯々諾々と実行すれば済む

のだから。 

それはともかく、有機農業で扱う資材には、ピンからキリまで、満遍なくそろっている。

それが困ったことに、実に巧妙な手口で資材を売り込もうとする。 

これらを、弁別するのにとてつもないエネルギーが要る。一時期、私はかなり反駁した

ことがあるが、結局もぐら叩きのような結果に陥り、私だけがヘトヘトに疲れてしまった。

ああ言えばこう言う。いくら叩いても懲りないのである。それで、結論から。 

有機農業を実行している人は、すべからく能書きに注目していただきたい。能書きが多

いほど怪しいということ。あれに効く、これにも効く、まるで万能選手。昔のことわざで

言えば「巧言令色尐なし、仁」というわけである。 

本物を売り込む人なら、自分が責任持てる範囲の効能だけ、きちんと説明するだろうし。

けっして逃げにはかからないからである。この点、使用する立場の農家が、賢くならない

といけないのではないか。世の中には、巧妙に隙を突いて、儲けをねらう輩が沢山いるこ

とに、注意していただきたい。 

実は、これが有機農業にまつわる諸問題の中で、二番目に頭の痛い問題なのである。一

番？あえて言わなくとも、皆さんには当然の理として、お分かりのことと思うが。 

 

‚–΅― 

ここでひとつ、述べておかねばならないことがある。それは、56 年の長きにわたって、

潅漑
かんがい

水以外には、いっさい投与せずに、延々と稲を作ってきた例である。その水田で収穫

した稲藁はおろか、籾殻も、ぬかも、肥料分となる有機物は一切投与せず、まさに水だけ

で 56 年間、稲を作り続けてきた例があるのだ。その収量が、反あたり 7 俵にも及んでい

るというから、驚くほかはない。 

品種は旫系統で、ずっと自家採種してきている。形質は相当変わってきているだろう。

特徴を尐し挙げると、稈がしだいに長くなり、現代的な稲の特徴である穁数型から穁重型

になり、一穁粒数が 250 から 300 近くある。茎が太く、倒伏しない。無論病気は皆無に近

く、めだった病変部は見当たらない。イネツトムシの食害痕がまばらに見られるが、生育

に及ぼす影響はあまり見受けられない。茎葉は堅く、ケイ酸含量の高さが伺われる。 

自家採種を経てきた種子と、在来の水稲種子とを比較するため、無施肥の水田で両者を

育てたところ、生育に歴然とした差異が見られた。すなわち、自然農法自家採種の水稲は、

旺盛な生育を示したのに比べ、在来の水稲はひ弱な生育を示し、両者の差異は収量に大き

な開きが見られる結果となった。 

これは何を意味しているのだろうか？ 

ひとつは、低栄養状態で自家採種を続けた結果、水稲の遺伝子が低栄養耐乏型に変貌した
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ことである。遺伝子が、環境に適応を遂げたという、みごとな結果を導き出す。多肥多収

型の無駄な遺伝子とは大違いであろう。まさに、省エネ型、エコ型だともいえる。 

２つ目には、水田土壌がみごとな耐水団粒に変貌していたことにある。柔らかく、それ

でいて強靭な団粒構造は、手で潰してもつぶれることなく、泥が手に付着することもなか

った。 

３つ目に、土壌微生物について聞いたところ、予想に反して微生物が尐ないという返事

が返ってきたことにある。念のために、どのような寒天培地をもちいて、希釈平板法をし

たのかと聞くと、微生物培養法に載っている通常の寒天培地だとのことだった。低栄養状

態の土にいる微生物を調査するのに、栄養満点の寒天培地を使うのは、ナンセンスではな

いのか、と指摘すると、やっと矛盾が理解できたようだった。誤解のないように言ってお

くが、この質疑は調査をした人に対する質問であって、水田の当事者ではない。 

ここに還元主義の陥りやすい落とし穴が潜んでいる。定められた手法で、定められた手

続きを行うことによって、予想される結果が得られると考えること。現象を個々の要素に

分解し、それぞれの要素を詳細に極めることによって、個々の要素の総合としての、全体

像がかならず明らかになるという、ア・プリオリで、なおかつ誰も疑おうとしない、還元

主義という手法。それが独り歩きしだすところに、有機農業は全体の姿を見せることはな

いだろう。というのが結論になろうか。 

この水田はきわだっている。いまだなお多肥栽培と多収穫とを結びつけ、それが唯一の

生産効率であるかのごとく邁進する現代農業にたいする、まさしくアンチテーゼとして、

批判的な対極に位置すべき貴重な例を提示しているのではなかろうか。きわめてコントラ

ストの強い、アイロニーでもある。 

56 年間の長きにわたり、ひたすら継続された諸氏に改めて賞賛と敬意を表したい。 

 

ῷ⁸⁯‚ 

1971 年に日本有機農業研究会が設立され、わが国での有機農業の幕が開けた。当時、幹

事の一人であった露木裕喜夫氏は、有機農業の何たるかを、そして有機農業の技術的な基

礎を築くため、日本中を巡ってゆかれたと聞いている。そのころ露木氏が説かれたのは「自

然を見よ。その中には有機農業が学ぶべきヒントが隠されている。それをどう読み解き、

有機農業の技術的な工夫に生かすのか、念入りに自然観察を」という言葉であった。 

ところで、露木氏の『自然観察』という言葉を私が聞いたのは、日本有機農業研究会の

設立後ずいぶん後だった。それは就職して数年経過したころ、ひとまず自然農法について

土壌調査や聞き取り調査を始めたころのことだった。 

それからおよそ 30 年が経過し、最近になってようやく新しい風が吹きはじめ、これま

での歴史にひとつのピリオドが打たれようとしているときでもあり、有機農業が今後どの

ようなベクトルをもつべきか、そろそろ考えねばならない時期に来ていることでもある。 

いろんな農地を見るにつけ、「作物は人を見て育つのではないか？それは土にも当てはま

り、土壌の様相までもが、人となりと関わっているのではないのか？」という仮説をもつ

に至った。 

ただ、それだけを余り強調すると、脅しにもなりかねないので、これ以上詳しくは言わ

ないが、この世界はどう考えても、検証不可能なように思えることがある。じつは、その
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点が、怪しげな科学の入りこむ隙間でもあるのだが。 

説明不可能だとは思っていないが、ある意味、精神世界の方向に話が向いているだろう

と、ときたま思ってしまう。ただ、この世界こそ、信じる、信じないで決めつけられるよ

うな単純なものではないのだが、このテのカリスマやそれに対する憧憬が事態を複雑にす

る。ま、この辺でヤメにしておきましょう。 

有機農業は分かりにくいと、よく言われる。その理由は、いろいろあるが、自然観察を

ふくめた、入念な観察力を鍛えないと、作物の肥培管理から作物、はては土壌まで、読め

ては来ないからである。この点、慣行農業はきわめて楽、というか簡単・単純である。ハ

ッキリ単純だと言っておく。ただし、それが農地や作物に何をもたらすのかを考えると、

果たして単純だけでは言い切れないものがあるのだが、言い切れない部分が見えにくいた

めと、直接的な波及効果が何を意味するのかも見えて来ないため、結局、農という体系自

体までもが他人ごとになってしまう。 

それはさておき、有機農業が目指すべき道はいまだに遠い。生計が立ち、継続的な生産

が可能になると、それでおしまいとする風潮もある。けっして、奥義を窮めたとはいえな

いのだが。エヴェレストを極めたジョージ・マロリーは、「征服された頂上は、もはや頂上

ではない」と言いきった。苦労の末たどり着いた頂上からは、足下に立つ頂よりはるかに

高い、新たな山が重畳と続いてはいまいか。自然の幅広さと、懐の奥深さには、極めつく

せないものがあるように思う。我々はまだ、有機農業の道半ばにある。有機農業推進法は、

それだけでは単なる法律に過ぎない。それを充実したものに、仕上げてゆくのは、有機農

業者でしかない。 

さて、当面の目標を掲げておく。これまで述べてきた諸問題は当面解決すべき目標では

あるが、さらに我々が目指すべきものがある。それは、 

 

 ̧ 有機農業大学 

 ̧ 有機農業新規就農支援センター 

 ̧ 有機農業研究所 

 

これら三つの目標には、けっしてアカデミズムを求めているのではない。創意ある、賢

明な、そして何よりも、意欲のある農業者こそが、その中核に位置するべきであろう。な

ぜなら、農は食糧生産の現場であり、実践の場所であり、けっして農学のインテリジェン

スだけで、農はなしえるものではないからである。改めて自戒の言葉としたい。 
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2004.12.『週刉農林』 

║ ” ‭”  

 

中島 紀一（茨城大学農学部） 

 

資源循環・環境創造型農業を進めることには世論の一致した支持がある。全国各地にさ

まざまな取り組みが拡がっており、一昨年末には農水省も農業環境政策を公表している。

しかし、実態は社会的期待ほどには展開しきれていない。この立ち後れの理由の一つとし

て、技術開発の遅れがあることは明らかである。 

ではなぜ技術開発が立ち後れているのか。その理由はいろいろあるだろうが、重要な一

つは、国にこの分野の技術開発を本格的に進める政策、方針がないためということ挙げら

れる。現場からも国や技術開発政策の確立が望まれている。そこでこの問題についていく

つか要望事頄を述べて、提言としたい。 

この領域で実践を踏まえた技術形成がそれなりに体系的に展開できている分野として有

機農業と放牧型畜産が挙げられる。そこでの技術展開のほとんどは実践者らによる民間主

導ですすめられてきた。国や大学はそこでは積極的役割を果たせずに来ている。国はまず

この事実をまずきちんと認めるべきだろう。 

国や大学が自らの立ち後れを取り戻すためにはこれらの実践から真摯に学ぶことが必要

だろう。現場の実践から学ぶ、農民から学ぶ、作物や家畜や田畑から学ぶ、現場でのさま

ざまな体験から学ぶ。これらは古典的な農学テーゼであるが、今日の技術開発の現場では

このテーゼは意識にのぼることすらなくなっている。 

こうした状態となったのは技術者、研究者の心がけに弱さがあったというだけでなく、

そこには技術論としての理由があった。それは最近の農業技術開発の多くが工業産出物の

農業への導入であったことによっている。技術者、研究者は農業に役立つ工業産物はない

かと工業側から学ぶことには熱心だが、農業から学ぶ必要性はほとんど感じないのである。

だが、このようにして開発された技術は、ほとんどが環境負荷的で、循環破壊的となって

しまう。環境負荷的農業技術の現状はある意味ではこうした技術開発の結果だとも理解で

きる。環境創造型農業の技術開発にあたってはこのような技術開発姿勢の原点の転換が必

要となっている。 

環境創造型農業は、農業内部にモノと命の循環系を回復し、拡げ、活性化させていく農

業である。また、環境創造型農業は、農業と周りの環境との相互関係を循環的に回復させ、

拡げ、活発化させる農業のことである。農業が営まれることによって循環系が高度化し、

周りに良い環境が形成され、そのことによって農業の持続性が確保される。このような状

態を作り出していく農業が環境創造型農業なのである。したがってそれへの技術的評価は、

農業の実践プロセスを検証し、そこに循環論と環境形成論視点からどのような営みが作り

出されているのかを解明することでなければならない。そのためには農家の実践から学ぶ

姿勢は不可欠だろう。 

環境創造型農業は事例ごとの個別性の世界であり、実践の内部に立ち入った調査、解析

がとりわけ重要になる。これまで、技術開発研究においては調査研究には低い評価しかな
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かった。しかし、環境創造型農業の技術開発に関しては、実践事例の調査研究がとりわけ

重要で、調査研究の質が問われなければならない。 

環境創造型農業の事例研究をしてみればすぐに解ることだが、そこでの技術には地域性

があり、また農家個々による個別性が極めて高い。農業者と田畑と作物・家畜と自然環境

のたゆまぬ対話の中から技術が編み出されていくからである。技術は現在進行形の個別性

の強い状態として存在し、また、農業者の判断と働きかけの累積としてきわめて主体的な

ものとして存在している。そこでは技術は農業者の状態と一体のものとして存在している。

だからいわゆる客観性のある技術、再現性のある技術というセンスでは捉えきれない問題

が多いのだ。 

だからここでは、営農の個々の場についての条件解析とそこでの技術設計、そして農業

者の技術力の向上が重要な意味をもってくる。いずれも工業産物導入の近代化農業におけ

る技術開発ではほとんど顧みられなかった領域である。技術ソースは外部からではなく営

農現場のなかから探し出されていく。知識は外部に求めるのではなく、過去の経験のなか

に求められていく。過去の経験こそ、重要な技術ソースの宝庫なのだ。 

条件解析も技術設計も外部からの支援ではなく結局は農業者自身の行為となってくる。

だから環境創造型農業技術開発の核心は農業者の技術力を如何に高めるかにあるのだ。広

く見れば教育の課題だが、そこでの教育の中心は自己教育であろう。大切なことは自己教

育を社会的にどのように組織化していくかなのだ。農業者の技術力の自己教育の社会的組

織化にとってもっとも有効な方法は、農業者自身が技術開発の主体となっていく、あるい

は技術開発に主体として参加していく方向だろう。この意味でも農業者参加の技術開発が

特別に重要な意味をもっている。 

環境創造型農業の技術開発像をこのように捉えてみれば、そこでの技術開発力は、すぐ

れて人の能力、才能に依っていることがわかる。そうした能力、才能は、公平に見て、既

存の農業技術開発陣、すなわち国や県の試験研究機関や大学などよりも、むしろ実践農業

者の側に多く存在していることは明らかである。だから技術開発のリーダーにはそうした

能力と才能のある農業者を加えるべきなのだ。そして彼ら、彼女らの技術開発モティーフ

に研究開発費を付け、支援者を付け、彼ら彼女らの交流を支援するべきなのだ。明治の農

法開発に老農と呼ばれた篤農家参加や老農を中心とした農談会が重要な意味を持っていた

こと、昭和戦後では米作日本一の技術解析からたいへん多くの知見が引き出されたことな

どが想起される。 

現在の国による技術開発は農林水産技術会議を頂点としたトップダウン式の体制の下で

進められている。技術会議には農林官僚や大学研究者の席はあっても、第一線の農業者の

席は用意されていない。第一線の農業者の意見を聴き、それを尊重する気風さえない。有

機農業に関しては、全国の有機農業者を結集する NGO として日本有機農業研究会があり、

第一線の農業者も多く参加する学会として日本有機農業学会がある。だが国は、それらの

団体にこれからの技術開発のあり方について意見を聞いたことすらない。こうしたトップ

ダウン体質を改めることなく環境創造型農業の技術開発の本格的展開などあり得ないだろ

う。 

環境創造型農業は、近代化農業の線上に展開する農業ではなく、近代化農業とは別のオ

ルタナティブをめざす農業である。そこでは新しい志、理念、ビジョン、展開構想が特に
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重要な意味をもつ。もし環境創造型農業の推進を国が意図するなら、理念やビジョンの構

築に農業者主体でそして耕す意志のある市民の参加も得て、ボトムアップ方式で取り組む

べきだろう。そして、国にそうした意志があることを有機農業振興法の制定等の形ではっ

きりと社会に示すべきだろう。環境創造型農業の技術開発はこのあたりから始められてい

くことが期待される。 
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2005.2.『週刉農林』 

║ ”‍‼”  

 

中島 紀一（茨城大学農学部） 

 

前回は有機農業・環境創造型農業発展のための技術開発は、従来の上（研究機関）から

下（農業現場）へ研究開発システムではだめで、現場密着型、生産者主導型の技術開発シ

ステムの確立が不可欠だと述べた。今回はこうした考え方を前提に具体的にはどんな領域

の研究開発課題があるかについて述べてみたい。 

研究開発にあたって前提となるのは、この分野の技術には時空を超えた普遍的技術など

存在しないこと、技術はすべて地域によって農家によって時々に異なった的確性を持って

いる点を十分認識することである。また、環境を守り、環境を育てる農業技術の基本は、

土地と作物の健康な生命力を引き出していくことにあり、工業製品等の外部から資材導入

は出来るだけ避けることが望ましい。外部導入資材の選定に当たっては、地域資源を活か

し、地域循環に資する方向を工夫すべきだろう。その意味で生産技術の場でも自給視点が

尊重されるべきなのだ。 

 

║  

水田水稲作でも畑作園芸作でも、有機農業の最大のネックは雑草対策である。この問題

の解決は有機農業農家への最大の福音となるだろう。方向としては機械的防除、生物的防

除、耕種的防除があり、現場ではさまざまなチャレンジがされている。研究開発に当たっ

ては、まず、これらの農家の実践工夫を丁寧に集約しそこから学び、この分野技術の基本

的あり方について十分に検討すべきだろう。 

また、雑草の発生は健康な農耕における異常現象ではなく自然の当然なあり方だという

認識、したがってこの分野の技術の基本は、雑草撲滅ではなく、自然との上手な折り合い

の付け方にある。理想的には雑草を資源として活用していく方策の確立が望ましいという

認識も重要であろう。また、現実論としては 100％完全な抑草はなかなか難しく、ある程

度の成功、さまざまな手段の組み合わせ実施といった技術センスも欠かすことはできない。 

また、雑草を十把一絡げに扱うのではなく、雑草それぞれの特性（発芽特性、生育特性、

作物との競合特性など）や、雑草の種間の関係性などについての基礎的研究も重視される

べきだろう。 

 

Ὸ⁮ ’ ⁯‭  

有機農業の実践が開始された当初は病虫害対策が切迫した技術課題として認識されてい

た。しかし、有機農業の実践がある程度成熟してきた現在では、病虫害対策にそれほどの

切迫感はなくなっているように感じられる。それは有機農業の実践が病虫害の大発生を回

避し抑制する方向に発展してきたことによるものと考えられる。このことは病虫害対策研

究は、狭い意味での病虫害防除技術開発だけではなく、病虫害の大発生は自然界の異常現

象だという認識を踏まえて、病害虫の異常発生メカニズムの解明という方向と、病害虫の
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大発生を回避する健康な作物作りの確立という二方向の並立が必要だということを意味し

ている。 

この分野では耐病性育種、害虫抵抗性育種の重要性が言われることが多い。そのために

は遺伝子組み換え技術の活用も必要だの意見もよく耳にする。しかし、こうした意見には

異論もある。遺伝子組み換えの利用はそもそももってのほかだが、耐病性育種のやみくも

な追求にも賛成できない。 

育種の方向としてはまず多肥多農薬を前提とした軟弱な品種育成も見直されるべきだ。

病虫害多発はこうした軟弱な品種の採用も含めて、耕種的に作り出されたものである場合

が多い。やみくもな耐病性導入も作物の自然なあり方にそぐわない場合も尐なくない。肥

料ばかりに頼らず、尐肥条件下でも健全な生育力を発揮できる品種の育成を基本目標にす

べきだろう。 

 

” ‗ ” ⅜№⅍─╒₦₮₰Ω√”  

食べものに関して国民が遺伝子組み換え技術を拒絶していることは明らかである。国産

大豆の人気等に端的に示されているように、国内に遺伝子組み換え作物の栽培がないこと

は、食料自給率の確保向上のためにも決定的条件となっている。にもかかわらず国の技術

開発は遺伝子組み換え推進ばかりに集中し、国民が求める有機農業の技術開発にはまった

く取り組んでいない。これは明らかに民意に反する異様な事態である。 

国民は遺伝子組み換え品種ではなく、日本の風土と農家の実践が育ててきた在来品種が

保全され、未来に活用されていくことを望んでいる。在来品種の保全は地域の篤志家に委

ねられているのが現実である。国や大学がこの課題に積極的に関与していくことが求めら

れている。 

また、農家が採種技術を身につけ、農家のネットワークによって在来品種を維持し、農

民的品種改良も進められることも期待される。そのための農家の種採りネットワーク、種

苗交換会等の奨励も必要である。在来品種を植物特許独占の野望から保護していく法的準

備も求められている。 

 

Ὸ⁮ ‭᾿ ” ⁯‚  ―  

健全な生育力のある作物作りへの指針づくりも重要な技術開発課題となっている。基本

は多肥から尐肥へ、密植から疎植へ、十分な根張りと充実した植物体づくり、栽培適期の

選定、栽培適地の選定等にあると思われる。 

多肥から尐肥への転換は、健康な土づくり、環境負荷削減のためにも重要な課題となっ

ている。しかし、そのためには肥料だけに依存しない作物自身の生育力を引き出す技術形

成が不可欠となる。 

昔から苗半作と言われてきたが、これはこうした生育力のある作物作りの基本を示した

諺である。苗半作の力のある苗のためには過保護ではない尐肥での苗作りが必要となる。

また、低温期など作物の吸肥力が低下した時期の肥効向上技術の確立も必要だろう。 

このようなことも考慮した作物生育理論を確立し、個別作物・作型毎の生育モデルと対

応技術体系を農家の実践を踏まえて多様に整理していくことが課題となっている。 
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—ῼ⁯‗  

有機物施用を施肥技術としてだけでなく、土づくり技術として確立していくことが必要

である。そのためには有機物発酵技術、緑肥も含む有機物施用技術、ミネラルバランスの

補正技術、輪作・湛水・田畑輪換などの土地利用技術の確立と総合的組み合わせ技術の確

立が必要だろう。 

有機物発酵技術は主として民間技術としてこの間著しい発展をとげてきた。幅広い視野

からのその到達点の把握と整理が必要である。その際、有機物発酵肥料系の技術と土づく

り堆肥系の技術を区別していくこと、発酵有機物の土壌への施用効果、土壌中での発酵有

機物の生態機能などの解明も求められている。 

有機物施用技術に関しては、耕作放棄地等も利用した緑肥利用の広がりが注目される。

この分野の取り組みの本格的展開が期待されている。また、有機物鋤込みだけでなく、敶

き草などのマルチ利用の技術効果については圃場における生物循環の視点からも重要であ

り、研究の深化が期待されている。 

土地利用技術に関しては、土地利用率の低下という全体状況を踏まえて広範囲の輪作的

土地利用技術の確立が求められているが、そこでは有機農業の認証基準がひとつの障害に

なっている。また、水田に関しては田畑輪換技術の確立とともに湛水の技術的効果につい

ての幅広い視点からの解明が求められている。土地利用技術開発における冬季湛水、水質

浄化、地下水涵養、生物多様性保全等の視点の導入である。 

 

₀  ‍  

有機農業技術は単に有機農業基準をクリアする技術体系としてではなく、地域の自然と

調和し、地域の自然を育てる技術として発展充実させなければならない。有機農業は環境

創造型農業として発展充実されるべきなのだ。そのためには技術における地域循環、地域

自給、自然形成の視点の導入が必要である。 

地域循環のためには利用できる地域資源の把握と利用技術の確立、利用促進のための支

援策の確立が必要だろう。地域自給のためには、農業の地域個性の解明と風土的個性的農

業の意義や役割の解明、そのための支援策の確立が必要だろう。 

自然形成のためには、湿性地形と乾性地形の複合的利用、地域の水循環、風土性を重視

した多様な作物の導入など、農業おける風土性の重視と多様性の確保がとくに重要だろう。

また、生物種の多様性を保全確保と農業の関連性を具体的に解明し、自然形成のための技

術モデルを地域条件に則して確立していくことが必要だろう。生物種多様性の保全のため

には里地里山自然の保全が不可欠とされているが、農業の視点からは地域農業のあり方と

里地里山自然保全との関連性を具体的技術論として解明していくことが必要になっている。

さらに農地の場において生物種多様性はどのような構造にあるのかの解明も重要な課題と

なっている。 
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„ Ό Ὸ 

 

本田 廣一（興農ファーム） 

 

今現在、国内に飼養されている家畜は牛約 280 万頭、豚約 970 万頭、鳥 24,000 万羽で

す。これに使用される家畜飼料のほとんどは輸入です。農水省はこれを国内自給するとす

れば 1,200 万ヘクタールの農地が必要になり、其れだけの農地は日本には無いので、自給

は出来ないとされています。 

 

しかし家畜の為の専用農地として考えるからこのような計算になるのであって、農業残

さ、食品残さ、森林の下草等を飼料化として考えればそんな計算は必要がなくなります。

もともと家畜を人間が飼うのは人間と食べ物を競合しないで良質な動物蛋白を得られるか

らであって、そもそも本筋から外れていると思われます。 

 

日本の森林は公有私有合わせて 2,500 万ヘクタール在り、この内 30 パーセントの 750

万ヘクタールの下草を林間放牧で活用すれば、牛換算で約 190 万頭分の飼料になります。

また米、麦等穀物生産は約 1,100 万トン前後ですので、1,000 万トンの籾殻稲藁等の残さ

が在ります。さらに、屑米等が 8 パーセント前後といわれていますので、米糠、ふすま等

と合わせれば優に 100 万トンは下らないでしょう。其れと平行して食品残さが家庭だけで

1,000 万トンと言われています。食品工場を合わせれば膨大な数字になると思われます。

こんな単純計算でも輸入穀物の 2,500 万トンを凌駕する数字になります。事実、私の農場

でも飼料の 90 パーセントは残さで賄われています。  

 

農水省も食品残さの飼料化に動き出したようですが、今の家畜生産システムを根本から

見直しをしないでやるのなら、サシ、乳量、乳脂肪率、増体等で混乱を引き起こすだけだ

と思われます。家畜生産システムの根本的な見直しをして国産飼料を奨励するなら、せっ

かく搾った牛乳を捨てることは無くなるでしょう。しかも、家畜が健康になり治療費が大

幅に減ると思います。それにも増して、何よりも国民に支持されることになると思います。 

 

↔₈̈́√”   

 

農業残さ  屑米（道産）、屑小麦（道産）、雑豆（色々な豆の選別落ち、道産）、籾殻

（道産）、麦から（道産）、澱粉カス（ジャガイモの澱粉絞り粕、道産）、ビートパル

プ（砂糖大根の絞り粕、道産）、米糠（国産）、ふすま（国産）、ポテトグルテン（澱

粉カスにジャガイモ蛋白を加えた物、道産）、廃糖蜜（沖縄産） 

 

食品残さ  農場残飯、ピール（ジャガイモの皮、道産）、はねジャガイモ（道産）、期

限切れ味噌（愛知県産）、はねコロッケ等ジャガイモ加工はね品（道産）、ホエー（道

産） 



 

- 18 - 

残さ物中心の飼料設計例（配合例） 

トウモロコシ 2％ 米国 

大豆粕 2％ 中国 

圧偏大豆 3％ 道産 

ルーサンペレット 3％ 米国 

マイロ 3％ 米国 

屑米 3％ 国産 

屑小麦 25％ 道産 

フスマ 3％ 国産 

雑豆 5％ 道産 

ビートパルプ 25％ 道産 

ピール 5％ 道産 

ポテトグルテン 3％ 道産 

米糠 3％ 国産 

オカラ 15％ 国産 

 

牧草（乾草及びサイレージ）は飼料計算からは外してあり、飼料の 15 パーセント以上

を混ぜています。 

 

添加物  岩塩、カルシウム、ビタミン剤、炭、ガーリック 
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₀ ” ‚ ⁴  

 

小祝 政明（ジャパンバイオファーム） 

 

日本の農業も貿易摩擦に晒され輸入作物との競争も避けられない状況です。こうした中

で日本の農業が生き残りを掛けるのであれば輸入作物にはない特徴を持たなければなりま

せん。 

日本人の食べ物に対するニーズをアンケートすると、１に「美味しさ」２に「適価」、新

鮮、安全、栄養価と続きます。もし、輸入作物と競わなければならないとすると、どの頄

目においても、輸入農作物を凌駕しなければなりません。 

私は、今では水稲苗を育てるには当たり前の技術として認知されている「保温折衷苗代」、

開発当時は「油紙保温折衷苗代」の開発の家系に生まれ、幼尐のころから農業を学んでき

ました。開発者の祖父の時代は戦後、食物を大量生産しなければならない時期だったため

保温技術が生まれた。そして今日は国際競争と自給率を向上させるため、新たな技術が必

要な時代。自給率と国際競争はコインの裏と表であり、自給率を高める目標を掲げるので

あれば国際競争に勝ち抜き、自国の消費者から絶対的な賛同を受けられるような作物を作

らなければなりません。つまり、輸入作物をはるかに凌駕した適価で美味しく安全な栄養

のある作物を環境を壊さずに作れる方法を見つけ出さなければならない時代なのです。 

しかし、それは意外に近くにあったのです。つまり、それは自然科学に則った科学的な

有機農業を実践することにあったからなのです。言葉にすると簡単なことなのですが、そ

れにはいくつか解決しなければならない問題があります。つまり、今まで有機農業を営ん

できた生産者、またこれから目指す生産者、それを取り巻く関係者が、権威や伝統やプラ

イドに固執せず、栽培上の疑問や課題を共に一つ一つ科学的に解決し、その情報を共有化

し、誰もが使えるようにするのだと「決意」すること。そして、その情報を共有化した成

功率の高い方法、失敗率の高い方法から事実を抽出し、そこに隠れた原因を推察し、検証

を行い真理を発見し正しい理論を構築する。こうした共同作業に知恵を出し合う考え方や

方法が、唯一日本の農業を再生させる方法ではないでしょうか。 

 

最後に、祖父は私が新規就農するとき一言私に言いました。「どんな農業をしてもいいが、

観察、そして勉強。決して作業に溺れるな。」つまり向上心を失うな。 
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以下は私が現場をまわってよく聞く事柄です。  

 

課題１ 

有機栽培の収量は慣行栽培より低いのは当たり前。 本当？ 

課題２ 

堆肥や有機肥料（ぼかしを含む）だけで作物は出来るはずだ。 本当？ 

課題３ 

堆肥は完熟がいい。いや中熟がいい。いや生がいい。 どれが本当？ 

課題４ 

堆肥の原料はいろいろあるが効果はどれも変わらないの？ 本当は？ 

課題５ 

ミネラルは堆肥や有機物に十分含まれているから不必要。 本当？ 

課題６ 

有機栽培には土壌分析や作物別施肥設計は必要ない。 本当？ 

課題７  

堆肥や有機肥料（ぼかしを含む）の作物に対する働きと限界は？ 

課題９ 

ミネラルや微生物の作物に対する働きと限界は？ 

 

まだまだ課題は尽きないのですが、これらの課題や疑問から見えてくることは有機栽培

が栽培体系として理論化されていないことを現しています。 

どんな事柄にも推論と仮説を立て事実を見つけ出す。この努力を怠ったとき進歩や向上

は止るのだと思います。私には有機栽培を理解することは自然や地球や人を理解すること

に繋がっています。地球上で起こっている様々な問題を解決する考え方や秘訣が有機農業

にはあると確信しています。是非、多くの皆様と意見や情報を交換し、出来るだけ早く有

機農業を体系化し、有機農業を志すものが皆、有機農業者になれるようにしたいものです。 
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₀–’´ Ή Ὸ⁮” ⁯ῌ 

 

山下 一穁（土佐自然塾） 

 

”    

有機農業は楽しい。それは命のつながりを肌で感じることが出来るからである。本来、

農業とは、次の世代に向けて永遠に伝えていく産業であり、文化であったはずである。こ

の命の伝え役ともいえる心と誇りを忘れてしまったのが戦後の農業と農家。持続的に秀品

を安定生産できる生産力の高い有機農業の畑では、この、命の気配が色濃く漂っていて、

忘れていた役割を思い起こさせてくれる。創意工夫を重ねて新しい技術を作り上げていく

喜びもまた楽しい。営農ということを考えれば、一定の経済性を確保しなければならない

が、高品質な有機野菜であれば、市場性が高いという有利性もある。さらに言えば、まだ

まだ、潜在的ではあるけれど、命の気配が色濃く漂う畑や、高い志、役割意識を持った農

家に対する消費者の興味と関心は、意識レベルでは尽きることない膨大なものがあり、交

流の中から、それらが顕在化していく過程に接していると、生産者、消費者の別なく、共

通の喜びを確認できるのである。きつい、汚い、苦しいと言われる過酷な労働も、心一つ

で、時間を忘れて遊んだあの子供の頃の、泥んこ遊びを思い起こさせてくれる。 

 ̧ クリエイティブ 

 ̧ 市場性が高い➝美味・高品質 

 ̧ 消費者との交流 

 ̧ 農業は泥んこ遊び 

 ̧ 職業に誇りがもてる 

 

”−ₐ└⅍ 

一にも、二にも土作り。土を生き物ととらえると分かりやすい。牛に草を餌として与え

るように、土も生き物と考えて、餌として与えると言うイメージである。実際には刈草や

緑肥などを土に投入することで、有用な微生物群の活性を高めることが出来る。その副産

物として生成された腐植は土の物理性を高め、気相、固相、液相のバランスを確保し、そ

れが作物の生育に快適な環境を作り、さらには安定、活性化した有用な微生物が窒素を固

定し病原菌を抑制するという効果も期待できる。クモやカエル、カマキリなど、天敵を誘

引するためには、作物が負けない程度に適度に草を残し、畑周りの茅やヨモギはできるだ

け残す。肥効の不安定は、病害虫の最大の原因でもあるから、米ぬかや油かすなどの生の

有機資材と、EM生ごみ堆肥や発酵処理した牛糞堆肥などにわけ、施肥設計や施肥方法にそ

れぞれ工夫を凝らす。土質や畑の構造的物理性なども考慮し、様々な条件を相互補完的に

機能させることが重要である。さらに、経済性を考慮するなら、一つ一つの作業の熟練度

や、畑を丸ごと俯瞰し、一年間、季節ごと、月ごと、今日明日の農作業の優先項位を的確

に把握し、作業を効率化するマネージメント力も要求される。機械化による効率ばかりを

追求すると、高コストというリスクがあることを忘れてはならない。 
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 ̧ 土作り（土を育てる） 

 ̧ EMを土着微生物の誘発に利用 

 ̧ 有機物の投入（雑草、稲わら、バーク堆肥） 

 ̧ 環境整備（草生、天敵の誘引） 

 ̧ 施肥設計、施肥方法 

 ̧ 様々な条件を相互補完的に機能させる 

 ̧ 省力化➝技術の熟練（スピード）、作業の効率化（マネージメント） 

 

” Ή ” ῌ 

長い間「農薬がなければできない」という慣行農家と「農薬がなくてもできる」という

有機農家の議論は、双方を比較検証するという科学的根拠を持たず、時として感情論、情

緒論に陥り、消費者にも混乱を招いてきた。 

その混乱に乗ずるように「有機栽培だから虫食は当然」とか、「虫が食っているから、本

物の有機野菜」などと、有機農家の技術不足を逆手に取ったような、消費者を小馬鹿にし

たマーケティングが通用してきたことも有機農業の発展を阻んできた。一部の消費者には

受け入れられても、一般の消費者に支持されることはなかったからだ。技術不足は行政や

教育機関の怠慢と言ってしまえばそれまでだが、化学農法の優位性を示す情報にさらされ

続けてきた経緯を思えば、慣行農家を責めても始まらないし、そんな情報を垂れ流してき

た、農薬・化学肥料メーカーや御用学者、行政が悪い、農協が悪い、と、情緒論を繰り返

しても始まらない。前頄に示したとおり、土作り、環境整備を踏まえ様々な条件を相互補

完的に機能させ、秀品を安定生産するという成果を得るには、むしろ、農薬は邪魔なので

ある。農業は総合自然科学という立場に立ち、その科学的分析と評価に官民上げて取り組

む時期に来ているのであるが、すでに、現場で実績を上げている有機農家なら「農薬がな

い方が良くできる」と、だれもが思っている。 

現場の技術は進化しているのである。 

 ̧ 農薬がなければできない 

 ̧ 農薬がなくてもできる 

 ̧ 農薬がない方ができる 

 

∕╒₨Ω₉└₧ 

「顔の見える売り場」として、生産者の顔写真を売り場に並べたり、言葉や色で目に付

くようなポップを提示したりする方法があるが、これだけでは、消費者への情報提供は質

的にも量的に不足である。有機栽培には、果たしてそれが本物かどうかという消費者の不

安が常につきまとっているから、これを払拭するためには徹底した情報開示が必要になる。

今のネット社会では、個人でこれができることが最大の強みになっている。栽培方法や畑

の様子、生産者の日常生活なども含め、透明性を最大限に発揮することで、消費者の信頼

を獲得することは可能であるし、制度に不備のある JAS有機認証より遙かに高い信頼を得

ることも可能である。大規模、画一化された既存の流通にも、生産者の情報の提供とその

質と量という点に限界があるから、やはり、生産者はダイレクトに消費者の信頼を獲得す

る必要がある。さらにもう一歩踏み込んで、攻めのマーケティングを考えるなら「適正な
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価格論」を消費者に直接提案するのも一方法である。 

「適正な価格」を定義づければ、「技術力があり、マネージメント力もあり、勤勉に働く農

家が、一定の経済性を獲得できる農家出しの価格」と、消費者が納得できる「小売価格」

の両立である。対立させると、見えるものが見えなくなってくる。流通の肥満と硬直化が

自ら破綻を招き、大手の流通業者の倒産が相次いでいるのは、この両者の利益を対立させ

たまま見えるものが見えなくなり、農産物が流通することに社会的な意義付けができてな

かったからである。何が見えなくなっていたかと言えば、生、流、消、「共通の利益」であ

る。それがすなわち次頄に示す「有機農業の果たす役割」である。 

 ̧ 情報公開 ➝ 栽培方法、資材、ほ場、日常生活 

 ̧ マーケティングリサーチ（消費者の目を持つ） 

 ̧ 潜在的需要の掘り起こし 

 ̧ セールスポイント ➝ 生産者自身の生き方（役割意識、福祉的精神） 

 ̧ 共通の利益（価値）の創出、提示 

 

” ‍  ”  

以下に記すことに特別なことは何一つ書いてない。全て当たり前のことであり、この当

たり前のことができないこの時代が、いかにいびつで不毛で硬直化しているかと言うこと

であり、その象徴的な例が、食べるものに「安全、安心」という、キャッチフレーズを使

わなければならないことにある。繰り返すが、我々が日々口にし命の源となる、食べるも

のである。その食べるものに「安全、安心」という条件を付けなければならないほど、食

べるものに危険が溢れているのだ。食べるものだけではない、森も川も海も、「生命を繋ぐ」

という観点からは、危機に瀕しているほど、その状態はきわめて危険なのである。これら

を回避し、次の世代に豊かな大地を伝えていくために、特別なことをする必要はない。 

日本国中隅から隅まで、田んぼも畑も全て有機農業に転換すれば良いだけのことである。 

有機農業の果たす役割は、かくのごとく農業の枞を超え、医療でもあり、教育でもあり、

福祉でもある。まさに「農は国の基」である。 

 ̧ 消費者の健康に寄与 

 ̧ 環境保全（ポジティブな環境対策）➝ 有用な微生物による汚染物質の浄化 

➝ 流域的環境対策 ➝ 漁業資源の復活 ➝ 一次産業の再生 

 ̧ 資源の再利用 ➝ 畜産、林業、水産、生活廃棄物の有効利用 

 ̧ 地域の経済効果 

 ̧ 失業者対策、人口の地方への再移動 

 ̧ 医療、教育、福祉 

 

Ὸ⁮” ⁯ 

【行政の果たすべき役割】 

 ̧ 有機ほ場の技術調査、有機農家の経営調査 

 ̧ 理論の体系化、マニュアル作り、技術指導、普及活動 

 ̧ 研修制度の充実 

 ̧ 産、官、学、民のコラボレーション 
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【有機のがっこう「土佐自然塾設立」】 

 ̧ 突撃隊員の養成（命のつなぎ役） 

 ̧ 豊かな大地を守り育て、次の世代に伝えていくバトンランナー 

 ̧ キーワード「志」「使命感」「What can I  do?」 

 ̧ 合い言葉「Get back to the bad little kid 」 

 

【方向性】 

 ̧ 俯瞰力、常に全体を見る（地理的、時間的） 

 ̧ 「志」 

１． 日本の農業を変える 

２． 消費者の健康を守る 

３． 美しい日本を取りもどす 

 ̧ 新有機農業技術の確立 

 ̧ 食料の 100％自給 

 ̧ 国際貢献を果たす（日本の伝統的な食文化、精神文化） 

➝飢餓貧困の回避、平和への貢献 
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‗΅ῲ ‎⁸⁯ 

 

佐古 康徳（秀明ナチュラルファーム） 

΅” ⁮  

私は滋賀県甲賀市信楽町の山中で、日々秀明自然農法により作物を育てながら、薪を割

り、そしておくどさんのご飯を頂く、という現代人が忘れてしまった里山の暮らしを実践

している。と言っても湖南市の自宅から 20 キロの道のりを通いながらなので、言わば「通

いの里山暮らし」だ。「通いの里山暮らし」とは矛盾した言葉に聞こえるが、これが本当の

里山暮らしであればここまで続けて来られなかったかもしれない。ともあれ今のところは

しばらく「通いの里山暮らし」を続けていこうと思っている。 

私が秀明自然農法を始めるきっかけとなったのは秀明自然農法で出来た作物の味に感動

したからだ。忘れもしない 15 年前の夏、当時の私は秀明自然農法の発祥の地でもある岡

山県の瀬戸内海に浮かぶ黄島という小さな島で秀明自然農法の研修生として農業に明け暮

れる毎日を送っていた。 

梅雤も明けた７月半ば、炎天下の中堆肥作りのために刈草をカッターという機械で刻む

作業をしていたが、暑さで 30 分と経たないうちにばててしまい休憩、その時出されたス

イカが今まで味わったことのない程美味しくて感動したことは昨日のことのように思い出

される。 

 

 ΅ ₀–ῼ⁯‍΅ 

子供の頃からスイカは嫌いな方だったが、それ以来スイカが好物となった。スイカだけ

ではなく自然農法で出来た作物は市販の野菜に比べると味が濃いのである。 

「こんなに美味しい作物を自分も作れるようになりたい。」そんな思いから私は自然農法

の世界へ飛び込んでいったのだ。 

その後、黄島での 10 ヶ月の研修を終える頃には、自然農法の創始者である岡田茂吉氏の

思想に感銘を受け、地球規模の環境汚染が進む中、これからの時代は自然農法のような持

続可能な農業が必要であると思い、これは自分の人生において欠かせないものであると使

命感をも感じるようになった。 

黄島での研修を終えた翌年、愛知県豊橋市の畑作専業農家で１年間の研修に参加した。

年間通して早朝４時起きで５時から農作業の過酷な生活ではあったが、この一年間は今の

私の基盤作りとも言える充実したものであった。時間の使い方から農作業の手項等、全て

において無駄が無く、百姓魂を叩き込まれたのである。その翌年は秋田県大潟村の稲作専

業農家で１年間の研修に参加。６月と７月は朝から夕刻まで四つん這いになり両手の爪が

ぺらぺらになるまで草取りばかりしていた。そのおかげで暑さの中でも耐えうる体力がつ

いたと感謝している。また、今は殆ど見られなくなった米俵作りも習得し、改めて日本の

稲作文化、先人の知恵の奥深さに敬服する思いだった。 
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‗„ 

秀明自然農法とは自然農法の創始者、岡田茂吉氏（1882－1955）が提唱した自然栽培法

に基づき、「自然尊重・自然項応」という理念のもと実践する農法である。  

栽培の基本は無肥料・無農薬。 

秀明自然農法には以下に述べる６つの考え方がある。 

(1) 土を清浄にする 

(2) 肥料が每である 

(3) 堆肥について 

(4) 種を清浄にする 

(5) 連作主義 

(6) 意思想念が大事である 

 

(1) ₀ ‚ ⁴ 

本来、土には作物を育てる力が十分に備わっており、土そのものに肥料分があるのだか

ら、人為肥料などによって土を汚さず、土を尊び、清浄にすることによって土の活動力が

増す。と岡田氏は説かれている。自然界では森や野山の草木は、肥料を与えなくても青々

と息づいている。これを農業に置き換えて考えると、土に対して肥料を施すことが反自然

的な行為であることがわかる。私たちの圃場は開墾から 13 年目になるが、当初から化学肥

料や鶏糞等の厩肥は全く使わず、毎年自然堆肥のみで作物は十分に育っており、土が本来

持っている力の偉大さを実感している。 

(2) Ό ‖Ῥ⁴ 

岡田氏の説によると、肥料等は作物が吸収すると有每化しその每が害虫発生の原因とな

る。そして肥料を与えると作物は弱り肥料を養分としなければならないように変質化する。

また肥料を作物が吸収すれば、その每性がたとえ微量であっても、毎日食することにより

人体に害を及ぼす。とあり、肥料等の使用によって土壌及び種子に残存するものを「肥每」

と称されている。 

私の経験からも慣行農法の水田を秀明自然農法に切り替えた当初は貧弱だった稲が、４、

５年くらい経つと株張りが良くなり強靭な稲本来の姿に変わっていくのを見て、土が肥料

による中每症状を起こしていたことを実感している。 

全国各地に約 1200 名の生産者が秀明自然農法で実施しているが、台風の被害で周りの

慣行農家の水田では稲が倒れても、自分の水田では稲が倒れなかったという事例は毎年の

ように聞かされる。肥料を与えない稲は、養分を求めてしっかりと根を張り、茎も太く短

くなるから倒れないのだ。 

また東北の秀明自然農法稲作農家では平成５年の冷夏の時、その地域で唯一稲が実った

という事例もあり、肥料を与えない方が気候の変化にも項応していくのだと思った。 

(3) ‚–΅― 

本来堆肥の効果は、土を乾かさないためと、温めるためと、固めないためである。また、

堆肥に肥料分はなく、あくまでも土が肥料であり、土が固まらなければ堆肥の必要はない。

と岡田氏は説かれている。 

堆肥を使用する時の注意点は畑には堆肥を使用するが、水田に堆肥は使用しない。水田
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に還元するのは稲藁のみである。水田と畑は別々に考えるということも岡田氏の説かれる

重要な点である。 

私たちの畑で使用する自然堆肥の作り方であるが、自然堆肥の原料は枯れ草と落葉のみ

で、枯れ草を刻んだものに水をかけながら踏んで積み上げるだけの簡単な作り方である。

落葉で作る場合も同じやり方である。 

そして使い方であるが、例えば自然の山では林床に落葉が堆積しているように、作物の

地際には自然堆肥や枯れ草を被覆している。これは主に乾燥防止のためである。また床堆

肥と言って地下約 30cm 下方に落葉堆肥の積層を作り、土を温める目的で使用することも

ある。この原理と同様に昔ながらの踏み込み温床によって夏野菜の育苗も行っている。 

私たちの畑で以前堆肥を大量に投入し、その後しばらくは病虫害がひどくてまともに作

物が出来なかったことがある。これは土が固まらないのに堆肥をすきこんだ失敗例である

が、その後の堆肥の使用については必要最低限に留めている。 

(4) ₀ ‚ ⁴ 

岡田氏は種が非常に肝腎であり、無肥料で栽培しても種に肥每があると何にもならない。

ゆえに自家採種によるその地域に合った種を使うことが大切であると説かれている。私た

ちの畑でも以前自然栽培の種が手に入らなくて市販の小松菜の種を播いてみたが、虫害で

収穫に至らなかったという経験があり、種に残存する肥每の怖さを実感したのだ。 

また連作しているナスの畝に前年の種用果実から自然発芽してきたナスを観察したとこ

ろ、最初は苗で植えたナスの方が大きかったが、いつの間にか苗で植えた株を追い抜き、

茎も非常に太くなり、秋も一番遅くまで実を成らしていた。その地域で採れた種で作り続

けてこそ、そこの気候風土に合った活力ある作物に変わっていくのだと思った。 

(5)  

岡田氏は連作について、連作すればするほど土はその野菜を育むべき適応性が自然に醸

成される為、連作が最もいいと説かれている。また、水田の土と畑の土は精分が違うから

稲作の裏作に麦を植えるのは良くないこと等についても指摘されている。 

私たちの圃場では一般的に難しいと言われるスイカ、里芋、トマト等の連作も毎年挑戦

しているが、正直なところトマトの連作に関しては失敗の連続である。 

私が連作に関して気がついたことは適地適作ということである。 

秀明自然農法で露地トマトの連作を 10 年以上されている方がいると聞き兵庫の伊川谷

へと足を運んだ。聞けば今までに１本も病気で枯れたことは無いと言う。そこは周りの農

家もトマトの連作をしており、何故だろうと考えた結果一つの仮説を思いついた。トマト

の原産地は南米のアンデス山地と言われているが、伊川谷の地形も辺り一帯が丘陵地でと

ても水はけが良く、このことを考えると連作の成功の秘訣は原産地の気候風土に似通った

場所を探せばいいのではないか。ということだ。そしてもう一つ言えることは土壌の適応

性ということだ。一般に連作を嫌うとされている作物はほとんどが江戸時代かそれ以降に

伝わったとされているが、もし仮にトマトやスイカが縄文時代に伝来したものならば今頃

はそこら中に雑草のように育っていることだろう。そう考えると稲のように縄文時代から

作られているものと、トマトのようについこの間日本に来たものとは土壌の適応性も違っ

て当然である。 

ともあれ私はこのようなことを考慮に入れながら、スイカもトマトも雑草のように育つ
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まで今後も連作に挑戦していこうと思う。 

(6) ᾿ Ό ‖Ῥ⁴ 

岡田氏は、土や作物にも意志感情があり、土を汚さず、より清浄にすれば、土は喜びの

感情が湧き活発に働くという反面、気候が悪い、米の不作などの自然に対する不平や、人

に対する非難攻撃、咎め、愚痴等の心は、草木、特に農作物にも悪影響を与え、害虫発生

の原因にもなることを説かれている。 

このことは科学の常識を超えた考え方ではあるが、最近は植物にも心があることは認め

られつつあり、秀明自然農法の根本原理としても重要な部分である。 

豊橋での研修時代、その年は白菜の大豊作のため、近くの慣行農家は箱代も出ないから

と、収穫せずにトラクターで白菜を畑にすきこんでいたが、あの光景は本当に衝撃的だっ

た。 

我々生産者が土や作物に対して感謝の心と愛情を持って接することにより、土や作物は

それに対して豊作となって応えてくれる。これが農業に携わるものとして大切な心構えだ。

私自身もこれを信条として土や作物に信頼されるように励みたいと思う。 

 

 Ό⁮Ὼ” ‖ ‖Ὼ⁴ ‗ 

黄島、豊橋、大潟村での３年間の研修を終えた私は滋賀県甲賀市信楽町で秀明自然農法

の農場作りに携わることになった。 

四方が山に囲まれた休耕田を開墾するにあたり、一面背丈以上に生い茂る草を刈り、萱

の株を掘り起こし、15 馬力の中古のトラクターで起こしながらやっとの思いで耕作出来る

ようになった。 

2004 年秋、滋賀県甲賀市信楽町の山中に葦葺きの古民家を移築した里山を再生し、秀明

自然農法の活動拠点として「秀明自然農法しがらきの里」がオープンした。 

休耕田を開墾してから今年（2007 年）で 13 年目になる。しがらきの里には水田と畑が

共に約１町あり、40 枚の棚田と畑には年間を通して約 80 品目の作物をすべて秀明自然農

法で栽培し、自家採種している。 

田代川をはさむ様にして北側に伊香型の古民家が２棟（母屋と事務所）建ち、その横に

は棚田が広がる。南側には三日月状の畑とコナラ林があり、畑の中には藁葺きの農小屋が

２棟建っている。昭和 30 年代には日本各地で見られた農村の風景のようだ。 

圃場の中ほどに流れる小川は、しがらきの里の貴重な水源だ。上流の水源から直接古民

家へと水を引いているからだ。また夏には子供たちの格好の遊び場にもなる。そして小川

のせせらぎを聞きながらきのこ型の屋根をした東屋を目指すと、その奥には山の地形を利

用した野外ステージがある。 

 

私たちはコナラ林を手入れしながら、椎茸栽培や炭焼き、薪としての利用等々、見よう

見まねで里山の暮らしを体験している。農小屋の藁葺き屋根にも挑戦しているが、今年に

なってようやく自分達で葺けるようになった。 

毎日のお昼ご飯は当番制で、薪で炊くおくどさんのご飯と圃場で採れた一汁一菜である。

日によって色々ではあるが、おくどさんで炊いたご飯はとにかく美味い！いくら炊飯ジャ

ーが進化してもあの美味しさは出せないだろう。 
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里山の暮らしをしながら思うことは農と暮らしは全て繋がっているということだ。山も

川も畑も古民家も切り離しては考えられない。そうして人間はそれらすべての自然の恵み

を頂いている、だから心底、頂きます！と言ってご飯が頂けるのだ。 

 

 

しがらきの里では次世代教育や食育のプログラムも年間を通して行っている。 

その中でも中高生を対象にした自然農法勉強会は今年で９年目になる。30 数名の学生た

ちは月１回、圃場では米・野菜づくりの種まきから収穫までを通して学び、古民家では収

穫したものを調理して頂きながらの食育も行う。 

このような体験を通して最初は消極的だった学生も変わっていくのだ。 

学生たちは地球規模的な農業事情の悪化に対して自然農法のような環境にやさしい農業

が必要であることを感じ取り、食に対する意識が変わり、学校の友人にはファーストフー

ドの危険性を訴える等、周りを感化し始めている。 

いずれは彼らの中から日本の農業を背負って立つ者が生まれてくれると信じている。 

 

‚ ⁴ ‗ 

昨年、有機農業推進法が施行された。 

この日本で、農を変えたい！という動きが起こってきたことは、有機農業に携わる者と

しても勇気づけられる取り組みである。 

今後の日本農業を支えていくのは有機農業者であり、その命運は我々の肩に懸かってい

るといっても言い過ぎではないだろう。目標は大きく！いずれは自給率 100％を目指すと

ころに大きな有機農業運動が展開していくものと信じている。 

 

私にも３人の子供がいる。彼らに安全な食と農を残してやりたい。そのために私に出来

ることは、清らかな土と種を次世代に引き継ぐこと、それだけである。 
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‏”΅ ›  

―水田生物の多様性を活用した抑草技術を中心に― 

稲葉光國（民間稲作研究所） 

 

₀ ⁸’΅ ” ‗ ”  

無農薬栽培や有機栽培における最大の難点は除草問題であるが、この点に関する全国統

計は「平成 13 年度持続的生産環境に関する実態調査」のみである。有機ＪＡＳ格付を行

った農家の除草法で最も多いのが、機械除草 78.5％、次いでアイガモなど除草用動物の利

用が 31.4％、紙マルチが 11.6％、その他の方法が 44.6％となっている（複数回答のため

100％を超える）。いずれの方法も慣行栽培に比べ、除草剤を使用しないという点で、環境

への負荷を最大限削減した農法として評価されなければならない。技術普及の現状を考慮

すれば、こうした除草剤を使わない抑草技術を採用している有機栽培や転換期間中有機栽

培・特別栽培の中に含まれる無農薬栽培については環境直接支払いの対象としてカウント

されなければなるまい。 

ところで、当研究所では『除草剤を使わないイネづくり』（農文協）を関係者とともに編

纂し出版してきたが、除草剤を使わなければ全て良しとする時代は終わったと言える。次

のステップとして、こうした除草剤を使わない各種農法が水田環境の再生とどのように関

わっているのかを客観的に評価しながら、その技術普及の方向性を明らかにしていく時期

に入ったと考えるべきであろう。出版後８年間の関係者の努力はそのテーマに十分耐える

だけの内容を確立してきたと言える。 

なかでも、44.6％を占めている「その他」の頄に今後の除草技術に大きな影響をもつと

考えられる「水田の生物多様性を活用した抑草技術」がある。今後、環境創造型有機稲作

の中心を占める技術として、その普及が期待されるものであり、その技術構成の特徴と環

境再生機能について詳述することとしたい。 

 

” ₀  ‍ ”  

従来、緑肥すき込みや米ぬかなどの資材を投入するなどで抑草を考えてきた抑草法は、

この８年間の試行錯誤のなかで、除草剤に変わる抑草資材の投入という認識から、広く水

田環境で生息する微生物を含めた動植物を意図的に増やすこと。つまり水田の生物多様性

を豊かにし、それを抑草に活用することによって安定した抑草効果を発揮させる手法へと

認識が深まり、田植え以降は除草のために水田内に立ち入らないということが条件の一つ

であり、労力的には慣行栽培と同水準になり、その環境再生力や肥料効果を勘案すると、

慣行栽培を質的に超える技術に発展してきた。その基本技術は以下のようになる。 

 

（１）除草技術から抑草技術への転換 

生物の多様性を活用した抑草技術の確立のうえで、従来の除草技術と根本的に異なるこ

とは水田に発生する全ての雑草を根絶するという発想から、水田雑草を発芽生長の特性か

ら４つに分類し、イネと競合する強害雑草に焦点を当て、その発芽生長特性に応じた抑草

法をイネの生育との係りで柔軟に適応するという手法が基本になっている。 
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その基本技術は水田の特性や水田雑草の発芽生長特性を見極めながら水田の生物多様性

を活用する手法である。つまり、水田雑草には抑制技術から分類すると、(1)ヒエなどの湿

生雑草、(2)コナギなどの水生雑草、(3)オモダカなどの宿根性雑草、(4)アミミドロ・ウキ

クサ等の浮遊性雑草に分類される。 

このなかでヒエの防除を目的に開発された除草剤がもっとも大きな負の遺産を残してし

まった。なかでも強烈な魚每性をもった PCP（昭和 36～46 年の 10 年間使用）は水田周

辺で棲息する大型野鳥のコウノトリ・トキ・チュウサギを絶滅状態に追い込み、その後開

発された CNP 剤の MO（昭和 46 年から平成４年）は胆のう癌などの多発をもたらしたの

である。現在も使用されている除草剤は魚每性もなく、安全とされるが僅かとはいえダイ

オキシンの含まれる除草剤がほとんどであり、環境ホルモンとして環境へ負の遺産を与え

続けていることは否定できない。 

しかるに、ヒエの防除に関する抑草法として深水管理法が知られていたが、それを普及

する努力はほとんど行われてこなかった。水田生物の多様性を活用する抑草技術はこの手

法を復活したものであり、ヒエの防除には最も効果が高く、簡便であり環境創造機能の向

上に大きな役割を果たしていることを明確にした。つまり、田植え直後からイネの生育に

合わせ 5cm→10cm→15cm と水位を上げ、湛水状態を保持する管理を行うと、土壌表面に

位置するヒエしか発芽しないこと。また発芽しても根をあまり伸長させず、茎葉を異常に

伸長させることから次第に浮力を付け、田植え後 25 日後には浮力に耐え切れずに一斉に

抜けてしまうという現象から水田に入ることなく、防除のできることが当研究所のほ場で

観察され、実践に移され安定した手法として普及してきている。同時にこの湛水管理（イ

ネの生育にあわせ水位を上げ、深水管理とする）をすることによって、水田は安定した湖

沼環境となり、コナギ以外の雑草がほとんど生育せず、優先種になるという現象も現れる。

つまり水田内の雑草の抑制が単純化するということである。 

優先種になった水生雑草のコナギに対して、緑肥すき込み法・大豆輪作法といった手法

があり安定した効果をもたらす。その他に環境再生機能が高く、安定した効果の期待され

る手法として、米ぬか主体の発酵肥料を投入し、田植え前 30 日から入水代かきを行って

湛水管理を維持し、水田生物の多様性を豊かにすることで抑草する手法が開発されてきた。

この手法によって宿根性雑草のオモダカ・クロクワイ以外はほとんど姿を消すことが実践

的に確認されてきたのである。 

また、宿根性雑草には大豆輪作法が最も有力であるが、その他の手法として天地返しに

よる乾燥又は２回代かきによる発芽除根法が開発され、抑草技術はほぼ完成の域にきてい

ると言える。 

浮遊性雑草はイネの生育にとって問題になるよりも逆に水田全面を覆いマルチ効果を発

揮し、コナギを抑制するケースが多く、いわば生物多様性による抑草の中心的草種である。

同時にこの浮遊性雑草は用水に含まれる過剰な窒素や燐酸を吸収し、水質を浄化する機能

や空気中の炭酸ガスを取り込み、光合成を盛んに行って酸素を水中から大気中に放出し、

溶存酸素を高めメダカなどの産卵場所を提供し生物多様性を育みながら地球温暖化を防止

するという効果がある。 
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表１ 水田生物の多様性による雑草抑制のしくみ  

水田の主な 

生き物 

生き物と雑草 

との関係 

発生の時期 

４月 ５月 ６月 

有機酸・窒素化

合物等の発生

微生物 

pHを引下げ発芽を阻害 

トロトロ層を形成  

        

原生生物 光を反射/遮断         

ミジンコ 濁り水の発生         

ユスリカ 濁り水発生種子埋没・

トロトロ層形成  

        

イトミミズ  種子埋没         

アミミドロ  光遮断         

ウキクサ 光遮断         

雑草の発生  ヒエ 14℃、コナギ 19℃   ヒエ  コナギ     

主 な 管 理

作業 

水管理 発 酵 肥

料散布 

代かき       

 

 

（２）水田生物の多様性を豊かにし、抑草に活用するための技術要因  

有機栽培や無農薬栽培でもっとも防除の困難な雑草がコナギであった。このコナギの防

除が多様な水田生物（微生物を含む）の発生によって抑草され、その確実な発生法が技術

的に確立してきた。 

未だ、科学的な検証が行われた状態ではないが現場での観察を総合すると、水田の強害

雑草の生育に影響を与える生物群は表１のような種類になる。有機物が投入された水田に

水を入れ、代かきを行うと最初に活動するのが有機酸を発生する微生物の一群である。特

に米ぬか又は米ぬか主体の発酵肥料が散布されたり、繁殖牛の堆肥が散布されたりした水

田では、乳酸菌が発生し、pH を引き下げ、アミミドロが特異的に発生しコナギなどの発

芽生長を阻害する。またレンゲやムギなどをすきこんだ場合には酪酸菌が発生し、コナギ

の発根を阻害する。土壌表面が分解され柔らかな粒子状になる場合もある。またレンゲな

どで特徴的に発生するのがゾウリムシなどの原生生物であり、活発な動きで光を乱反射し、

真っ黒に見えることがある。同様にミジンコの大量発生によって赤く見える場合もある。 

直射光線を受けて始めて休眠が打破されるコナギなどはこの光遮断によって発芽が抑制

される。また大豆跡の水田では根瘤菌の死滅によってある種の窒素化合物が発生し、コナ

ギなどの雑草の発芽・発根を阻害するものとみられ、コナギの発芽はほぼ完全に抑制され

る。当然湿地環境を好む宿根性雑草のオモダカ・クロクワイも畑地環境に晒されることに

よって死滅することでもっとも容易で安価な抑草が可能になる。 

一般の水稲連作水田で、こうした水田生物の繁殖を促し抑草技術に活用するためには、

安定した湛水管理が必要になる。つまり、代かき後の湛水管理で水温が上昇すると、米ぬ

か又は米ぬか主体の発酵肥料を散布した水田ではユスリカとイトミミズが特異的に繁殖す

代かき・田植えペレット

散布  
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るのである。両者とも表層土壌に棲息し、土壌の攪拌や糞を土壌表層に持ち上げ堆積する

という性格があり、種子を埋没させて発芽しにくい環境を作り上げる。小動物の他に、見

逃してはならないものにアミミドロとウキクサがある。米ぬか又は米ぬかを中心とした発

酵肥料が投入された水田ではアミミドロとウキクサが繁茂し、水田表面を覆って光を遮断

しコナギの発芽生長を著しく阻害する。 

こうした多様な生き物を抑草に活用し、安定した効果を発揮させるためには、田植え前

30 日以上の代かきによってコナギなどの雑草種子を表面に移動させ、湛水管理を行って田

植え前に発芽させ、2 回目の代かきで丁寧に練りこむ作業が決定的に重要である。つまり

生物の多様性を豊かにすると同時に、コナギなどの雑草の発芽生長を促すためには水田の

栄養的条件とともに水温上昇による生物層の飛躍的増加が必要になってくる。 

この点で、日本ではＶ字型稲作をベースにした地域ごとの水利慣行があり、入水の可能

な時期は４月下旪以降に限られてくる。また東北では雪解け時期などの関係で５月 10 日

頃の入水になる地域もある。しかも水温は低く 10～13℃であり、イトミミズの発生やアミ

ミドロの発生はそれ程多くはない。そのため、入水と同時に代かきを行い、水漏れを防い

で水温を暖めることが最大の管理となる。５月に入り水温が 14℃を上回るとヒエが発生す

るが、コナギはまだ発生しない。こうした低温期においてもユスリカ・イトミミズは増殖

を始め、乳酸菌なども増殖のピークを迎えることから、水田の表層土が変化を起こし、ト

ロトロ層が形成される。しかし、コナギを完全に押さえ込むまでの繁殖量にはならないの

が一般的であり、水温が 19℃を超える５月中下旪になってからコナギの発生する水田が多

い。 

一般にコナギ発生の時期は関東以南が５月上旪、以北が５月中旪と約 10 日間の差が見ら

れる。元肥に米ぬか中心の発酵肥料を散布した水田ではコナギ発生と同時にアミミドロが

発生し水田の半分以上を覆ってくる。こうした水田の多様な生物の繁殖とコナギの発生を

見計らって水位を下げ、丁寧な代かきによって、発生したコナギやヒエ、オモダカなどを

練り込んでしまうという仕上げの代かき（２回目代かき・植え代などの言い方が一般的）

が極めて重要な管理作業となる。ヒタヒタ水でドライブハローを半分ほど重ねながら走行

し練り込むという手法がとりわけ重要な技術である。 

この２回目の代かき（植え代）は田植え前２～３日に実施されるが、関東以南ではコナ

ギの発生が開始される５月 20 日からの代かき・田植えが最も安定した抑草効果を挙げて

いる。 

関東以北では５月 25 日から遅いところでは６月５日頃にならないとコナギが発生しな

いケースが多い。このために、薄まきを行って育苗期間を長くし、６月上旪に移植時期を

遅らせることが成功のカギになる。 

２回目の代かきによってもわずかに残るコナギを田植え直後に米ぬか屑大豆の混合ペレ

ットを散布し発芽を抑制し、同時にアミミドロやユスリカ・イトミミズ等の再発生とイネ

の活着を促進させるという手法が安定度を一層高めることになる。田植え 10 日目には水

田全体にアミミドロやウキクサが繁茂し、コナギの発芽生長を著しく抑制することとなる。

ただ注意しなければならないことは、アミミドロの発生によって苗が倒されるケースがあ

り、草丈 15cm 以上で葉令 4.5 葉以上の成苗移植と浅水管理が必要になる。  

この抑草技術の要点は安定した水の確保が絶対的条件であり、特に４月上旪からの用水
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確保が安定化の必須条件になる。つまり、水田が湛水され温度上昇にともなってミジンコ・

ユスリカ・イトミミズなどの小動物やヤゴ・タガメ・タイコウチなどの水生昆虫・ドジョ

ウ・メダカ・フナなどの魚類、クモ・トンボなどの昆虫、緑藻類やウキクサなどの雑草等

が大量に発生するよう 30 日以上の湛水管理を継続し、水田生物の繁殖、特に乳酸菌・ユ

スリカ・イトミミズ・アミミドロ・ウキクサといった抑草効果の高い一連の生物群を確実

に発生させながら、米ぬか屑大豆混合ペレットを投入し有機酸等による抑草とイネの初期

生育を確保するという手法である。 

30

/

30

 

図１ 早期湛水・冬季湛水によるコナギ抑草のポイント  

 

（３）復活再生する水田の生き物  

その結果図２に見るように水田内には実に多くの生き物が復活することになる。絶滅危

惧種であるイチョウウキゴケ・サンショウモの復活やトンボ類の大量発生、特にショウジ

ョウトンボの復活、メダカ・ドジョウの増加は特徴的である。 

こうした水田生物の多様性を活用した抑草技術を採用するうえで、決定的な基本技術が

4.5 葉令以上の成苗育苗技術である。米ぬかを使った抑草を試みる農家で、稚苗のまま実

施するケースが多くみられ、その効果が不安定である。また、田植え前の 30 日以上の湛

水管理が不適切で効果が不安定であるとか、大量に発生するアミミドロに押し倒されるケ

ースなどが見られ、育苗技術を含めた栽培体系全体の革新が必要不可欠である。 
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図２ 多様な生物が雑草の発芽生長を抑制するしくみ  
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乳酸菌・原生生物・ユスリカ・イトミミズ・有機酸が発芽を阻害、アミミドロが発生し光を遮りコナギを抑制 
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有機酸がコナギの発根を抑制・原生生物・ミジンコが濁

り水を発生。ユスリカ・イトミミズ・ユリミミズがトロ

トロ層を作る・メダカ・ドジョウ・ヤゴ・タニシ・カエ

ル・豊年エビ・カブトエビ・クモ・トンボが増加。 

冬季・早期湛水では乳酸菌・原生生

物・ミジンコ・ユスリカ・イトミミ
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ヒエの発生を抑制 
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雁・白鳥・マガモ  

サヤミドロ･アミミドロ・ウキクサが発生し光を遮断 

   代かき湛水 →  代かき５/下  湛水管理  →  深水管理  →    ７/中 中干し 

1 回目代かき湛水→コナギ発生→2 回目代かき練込→田植え 米ぬか屑大豆ペレット散布→有機酸・アミミドロが再発生 

∆
⌐

⅍ 



 

- 36 - 

        Ｍ            Ｍ 

       土 1            土 1   
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Ｃ ８            

” —ῼ⁯ 
橋本 力男（堆肥・育土研究所） 

 

堆肥を造るにはまず材料である有機物の分類から始まります。一部は無機物を利用。 

 

1 有機物の分類 

分類 特徴 主な有機物など 

タンソ資材 Ｃ ＣＮ比 50 以上 モミガラ・せん定枝・秋草・オガクズ・バーク・竹 

チッソ素材 Ｎ ＣＮ比 50 以下 コメヌカ・畜フン類・オカラ・生ごみ・魚のアラ 

微生物資材 Ｂ 良質な微生物 落葉・完熟堆肥・腐葉土・植物根 

ミ ネ ラ ル 資 材 

Ｍ 

微量要素 貝・カキガラ・草木灰・山土・魚骨 

 

次に堆肥づくりで必要なのは、資材の配合比率です。基本的には２つで、特殊なものに土ボ

カシがあります。 

 

2 基本的なパターン 

   

                       

 

 

 

 

    Ｃ ６  Ｎ 4      Ｍ 土   Ｎ 4 

                    ６ 

 

               

                                                                            B 1 

草質堆肥・落葉堆肥     モミガラ堆肥・バーク堆肥    土ボカシ     

 

3 発酵条件 

堆肥づくりは発酵条件を調整することで、良質な堆肥を造ることができます。 

 

1 空気 比重を 0.5～0.7 にする・切り返しを行う。 

2 水分 50～60％ 

3 食べもの ＣＮ比 25～45 熟成したときには 12～20  ＊土はＣＮ比 10 

4 温度 仕込み後１～２日後 60℃以上 

 

4 発酵管理 

堆肥は仕込みから発酵・熟成・完熟までの間、発酵管理を行う。 

 

1 温度管理 １～２日後 60℃以上 切り返ししながら、徐々に下がるようにする。 

 40℃以下になると熟成段階に入り放置する。 

2 水分管理 仕込み時 50～60％(冬～春夏秋) 

 ３～４回まで水分調整をする。40％を下がったら熟成させる。 

3 臭気管理 アンモニア臭や悪臭・腐敗臭がないことが大切である。 

 

5 完熟の判定 

腐敗試験・幼植物試験・発芽試験などを行う。
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(1)基礎レシピ    

 

＊ 材料および基本配合 

 

 

 

 

 

 

 

 

モミガラ堆肥は水はけが良いので、戸外でも造ることができる。 

発酵中はジュウタンなど通気性のあるものでカバーするが、30℃を切って

結露しなくなったら防水カバーで覆う。 

 

(1) モミガラを広げる。 

(2) その上にオカラ、鶏フン、土をひろげる。 

(3) ２回ほど混合して水分を調整する。 

(4) 混合したら山積みしてジュータンでカバーする。 

 

１回目 10 日後 

２回目 20 日後 

３回目以降 １ヶ月に１回 

・温度が 40℃を切ったら熟成させる。 

高品質モミガラ堆肥に造り方 

堆肥が常温になった後、もう一度コメヌカを３～５％混合し、水分を 50％にする。発

酵温度は 60～70℃になり１回目と同様に切り返しする。温度が低下して常温になれば使

用可能である。 

 

モミガラが指でつぶれればよい。 

7～12 ヵ月間で完成です。 

 

育苗・マルチ・野菜全般 
 

切り返し 

造り方 

場所 

完熟の判定 

用途 

その(1) 

・ モミガラ 6 

・ オカラ 4 

・ 山 土 1 

*オカラの水分で水は不用。 

水分を 60％にする。 

その(2) 

・ モミガラ 6 

・ 鶏フン 2 

・ コメヌカ 2 

・ 山 土 1 

６０～８０℃ 

 

モミガラ堆肥は、モミガラ６にＮ資材を４入れて、土を 10％混合して   

発酵させたものです。   

軽量なので扱いやすく、発酵温度は 70～80℃になります。   

空隙が多くて乾燥しやすいので注意します。   

  

＊温度測定・・・堆肥の、山の７合目付近深さ 20～30ｃｍで測定する。 
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 (2)基礎レシピ    

 

材料および基本配合 

 

 

 

 

 

 

 

 

* オカラ・鶏フン・コメヌカの代替品として、油カス・生ゴミ・豚フンなどを使用し

てもよい。計測は一輪車で行う。大量であれば軽トラックで計る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

造り方 (1) モミガラを広げる。 

 (2) コメヌカ・鶏糞・オカラ・落ち葉を広げる。 

 (3) 軽く混ぜて、その上に土を広げる。 

 (4) 全体を混合して水分 60％を手で判断する。尐なければ加える。 

 (5) 山積みしてジュータンをかぶせて発酵させる。 

 

毎週１回切り返し、温度が 40℃を切ったら寝かせる。 

 

 

空きビンに入れて腐敗試験をする。アンモニア臭や刺激臭がない。 

 

 

水田・野菜全般・シバ・花木・花。培養土には 20%混合するとよい。 

 

平均 3 リットル／㎡。完熟しているので、施用して直ぐに種まき 

定植が可能です。 

完熟の判定 

用 途 

施用量 

切り返し 

‏ └↔  ₡₢≤ ₪∞⅛₢ ∟∙₣≤  

 

0.3 0.5 1 1 1  

 
土ボカシはモミガラ／１、Ｎ資材／２に対して粘り気の ある   

土／３を混ぜ合わせ、水分を 60％にして発酵・熟成させた   

ものです。 完成までに４～６ヶ月間かかります 。   

  

・ 土 3 … 粘りのある土、カベ土、屋根のカベ土 

・ コメヌカ １ … 新鮮なもの 

・ オカラ １ … 腐敗しやすいのですぐ混合する。 

・ モミガラ １ … 乾燥したもの。堆肥の空隙を造る。 

・ 落ち葉 0.5 … 多種類の落ち葉。手で押さえて計る。 

・ 鶏フン 0.3～0.5 … 乾燥鶏ふんが扱いやすい。 
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冬から春にかけて集めた広葉樹の落ち葉に、コメヌカ・モミガラ 

土を混合して水分調整を行い、発酵させて造ります。 

落ち葉堆肥は完熟するまで１～２年間要します。 

水分 60％は両手で強く握って指間から水がにじむ程度。 

 

(3)基礎レシピ   (  ) 
 

 

 

 

 

 

 

腐葉土 
材料および基本配合 

 

 

 

 

 

 

松葉など針葉樹が多いとコメヌカの量を多くします。モミガラは葉と葉がつかない

ように入れます。 

 

 

 

(1) 予め、落ち葉を湿らせておく。 

(2) 落ち葉を広げて、その上にコメヌカ、モミガラ、土を広げる。 

(3) 混合して水分を 60％に調整する。 

(4) 山積みしてジュータンをかぶせる。 

 

 

 

１回目 10 日後 

２回目 20 日後 

３回目以降 30 日間に１回 

40℃になれば放置して熟成させる。 

 

 

 

落ち葉が手で軽く揉むとぼろぼろになっている。 

 

 

 

腐葉土は堆肥の王様である。ミネラル豊富で野菜に使うと味が良くなり、培養土に

も利用します。また樹木医さんが天然記念樹や老木の再生に利用されている。また

抗生物質をだす菌が多く、病害の出やすい土に入れて土壌病害を改良できる。また

果菜の定植の時に一掴み入れると、良い根圏微生物層になる。 

・ 落ち葉 8 

・ コメヌカ 0.5～1 

・ 土 1 

・ モミガラ 0.5～1 

造り方 

用途 

切り返し 

完熟の判定 
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・ 刈 草 8 
・コメヌカ 1 

・ 土 0.5～1 

・モミガラ 0.5 

草質堆肥は、野草や刈草にコメヌカ・モミガラ・土などを混合して 

発酵・熟成したものである。長いままでは空気が入りすぎ、切返しが 

困難で「焼け堆肥」になるので細断します。 

 

(4)基礎レシピ    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

５月から８月にかけての軟らかい草には、コメヌカが２～３％でよく発酵するが、9～１

１月の硬い草には５～7 ％のコメヌカを混合します。この時、落ち葉（全量の 5～10％）

や鶏糞を尐量を入れると品質が良くなります。発酵温度は 60～75℃に上がりますので雑

草種子は全て死滅します。 

 

 

 

(1) 草は予め 10～20ｃｍに細断しておく。 

(2) 草の上に、モミガラ、コメヌカ、土を広げる。 

(3) 混合して水分を 60％に調整する。 

(4) 山積みしてジュータンをかぶせる。 

＊ よく乾燥している時には、十分山から水をかけて温度が上昇するまでブルーシー

トか古ビニールをかけます。その後通気性のあるジュータンに交換します。 

 

 

 

１回目 10 日後 

２回目 20 日後 

３回目以降 30 日間に１回 

＊ 40℃になれば熟成させる。 

 

常温になり、黒褐色なる。５～６ヶ月間で完成する。 

 

 

野菜全般・育苗用や果菜類の定植に利用できる。高温で雑草種子が消

滅しているので、安心して施用ができる。 

造り方 

切り返し 

完熟の判定 

用途 
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地域に出てくる牛フン・豚プン堆肥を利用して改良した堆肥で 

ある。同じ畜フンばかり施用すると土壌中の微生物が偏り、病 

虫害が出やすいといわれている。また糞尿ばかりでは、野菜の 

味が落ちてくるので、おいしい良質資材を混合して再び発酵さ 

せた改良堆肥である。 

 

牛フン堆肥を中心とした改良堆肥 

(5) 基礎レシピ  改良畜フン堆肥の造り方  
 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 材料および基本配合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 配合比率は、地域で発生する畜フンを主体にして他の材料を混合すれば良い。 

草や落ち葉、せん定枝、生ゴミにコメヌカなどを加えると品質が高まり、生産物の野菜

の味も良くなる。特に牛フンだけでは栄養バランスが悪いので鶏フンを適量混合するこ

とが必要である。 

 

(1) 材料を軽い項番に重ねてゆく。 

モミガラ、牛フンバーク堆肥、鶏フン、コメヌカ、土の項である。 

(2) 水分調整を行い、山積みしてジュータンでカバーする。 

(3) 土は粘りのある山土がよいが、なければ畑の土や田んぼでもよい。 

カワラ屋根のリサイクルカベ土でも良い。 

 

 

１回目 ７～10 日後 

２回目 20 日後 

３回目 30 日後 

・４回目以降は 1 ヶ月に１回で 40℃まで切り返す。水分が低下すれば水を混合

する。 

 

野菜全般、水田・果樹・茶など。 

 

・牛フンオガクズ堆肥 4 

・ モミガラ 2 

・ 豚プン堆肥 1～2 

・ 鶏フン 1 

・ コメヌカ 1 

・ 土 2 

・牛フンバーク堆肥 4 

・ モミガラ 2 

・ 鶏フン １ 

・ コメヌカ １ 

・ 土 1～2 

・ 落ち葉 1 

造り方 

切り返し 

用途 
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藤田 正雄（(財)自然農法国際研究開発センター農業試験場）  

 

„ ‼‚ 

慣行となった近代化農業は、地力や病害虫の発生状況が、谷一筋、田畑一枚の違いによ

って微妙に変わるにもかかわらず、化学肥料、農薬、大型機械などを用いた画一的な技術

で対応してきました。しかし、土壌の母材、地形、気象条件などが異なれば、栽培環境が

異なるのは当然のことです。すなわち、農地で起こる状況の変化に応じて、それぞれに適

合した管理を行うには、それなりの工夫が必要です。それには、まず、農地の生きものの

存在とそのはたらきを知ることが大切です。 

 

Ὼ‾”‚„ ” ⁞ ΌῬ⁴ 

畑地には、ミミズ、クモ、ヤスデ、ムカデ、甲虫などの大型土壌動物、ヒメミミズ、ト

ビムシ、ササラダニなどの中型土壌動物、アメーバ、ゾウリムシなどの小型土壌動物がみ

られます。これらの動物(野生生物)は、それぞれ特有の餌や生息場所がなければ生きてゆ

けません。たとえば、有機物の分解者として知られているササラダニには、微生物を主に

食べている種類、分解の進んだ有機物（腐食）を主に食べている種類、微生物と腐食を食

べている種類がいます。その垂直分布をみると、不耕起・自然農法畑では、被覆と表層 0-5cm

の土壌中に全体の 99％が生息していました。耕耘による作土の撹乱は、表層土壌の階層構

造を破壊し、土壌動物の種数や生息数を大きく減尐させます。すなわち、栽培管理の違い

によって、動物の種類や生息数に違いがみられます。 

 

” Ὼ‾””„‍⁮Ὼ ∙∙₱₀ ‚ 

自然農法や有機農業などに代表される環境保全に配慮した農業を進めるには、ミミズを

はじめ多くの生きもののはたらきを積極的に利用することが大切です。畑地に生息するフ

トミミズ類（以下「ミミズ」）のはたらきをとおして、作物栽培と土壌生物との関わりに視

点をおき、多くの生きものとの共存をはかった農業を考えてみましょう。 

 

(1)有機物と土壌をかき混ぜる 

ミミズは土壌と有機物を食べながら、かき混ぜていることが知られています。そこで、

土壌とミミズを入れた容器とミミズを入れない土壌だけの容器を用意し、その地表面にボ

カシ（有機質肥料）を置きました。ミミズを入れた容器のボカシは土壌とかき混ぜられま

したが、ミミズを入れない容器のボカシはそのまま地表面にとどまっていました。このよ

うに、地表面の有機物はミミズの活動によって土壌中に混合・撹拌されるのです。 

 

(2)土壌の化学的性質を改善する 

ミミズは、単に土壌と有機物をかき混ぜているだけではありません。たとえば、生ゴミ

を土壌中に埋めると、そこに多くのミミズが集まり、生ゴミは跡形もなく堆肥のようにな
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り、そして土壌へと変化していきます。この有機物（生ゴミ）が分解される過程で、周辺

土壌の有機物含量が増加することが知られています。 

そこで、ミミズが生息する自然農法畑土壌を用いてミミズを飼育し、飼育に用いた土壌

（飼育用土壌）と飼育したミミズの糞（ミミズ糞）の化学的性質を比較しました（表 1）。

ミミズ糞は飼育用土壌に比べて、無機態窒素や可給態リン酸など水に溶けやすい養分が多

くなりました。また、養分保持力の指標となる陽イオン交換容量（CEC）も高くなりまし

た。このように、ミミズ糞に含まれる養分は、飼育用土壌に比べて植物が利用しやすい状

態になっています。 

また、ミミズの体内からは、有機物の分解を速やかに行うためのいろいろな酵素が分泌

されています。たとえば、ホスホターゼという酵素は、ミミズの体内で有機態リン酸化合

物を加水分解するとともに、土壌中でもその活性が持続し、土壌の有機態リン酸の可給化

（水に溶ける状態、すなわち可給態リン酸になること）に寄与しています。加えて、ミミ

ズの腸管内には窒素固定を行う細菌が生活しています。このように、ミミズの腸内では、

牛のルーメン（第 1 胃）のようにさまざまな生化学反応が行われて、土壌とは異なった環

境を形成しています。ミミズ糞の可給態リン酸や無機態窒素が飼育用土壌に比べて増加し

たのは、腸管内で濃縮されると同時に、さまざまな酵素や細菌のはたらきによるものと考

えられます。このように、ミミズの活動によって、土壌の化学的性質が改善されていきま

す。 

 

表 1 ミミズ糞と飼育用土壌の化学的性質の比較  

 pH(H2O) EC アンモニア 硝酸態 可給態 CEC 全炭素 全窒素 

   態窒素 窒素 リン酸 

  （dS/m）---------------(mg/kg)------------ (cmolc/kg) (%)  (%) 

飼育用土壌 6.9 0.17 16.3 50.5 2380 28.2 7.4  0.38 

ミミズ糞 6.4 0.56 12.6 275 2540 30.3 6.9  0.39 

（注）EC（電気伝導度）は、電流通過の難易度を表し、水溶性の全塩類濃度の大まかな尺度とな

ります。CEC（陽イオン交換容量）は、土壌の養分保持力を表し、土壌肥沃度の指標となります。 

 

(3)土 壌 の 物 理 的 性 質 を 改 善 す

る 

さらに、ミミズの活動によって、

土壌の小さい粒子が集まって結合

する団粒がみられます。土壌が団

粒化することで、水分保持力が高

まり、降雤時の養分の流失を防ぐ

など土壌の物理的性質が改善され

ます。その一例として、土壌の水

分保持力の指標となる最大容水量

について、多数のミミズが生息す

る自然農法畑土壌と隣接するミミ
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ズがほとんど見られない慣行栽培畑土壌を比較しました（図 1）。自然農法畑土壌は、慣行

栽培畑土壌に比べて 7.1％も最大容水量が高くなりました。 

 

(4)作物の生育を促進する 

ミミズの活動によって、土壌の性

質が改善されることは、作物の生育

にどのように影響するのでしょうか。

そこで、ミミズ糞と飼育用土壌を用

いてトウモロコシをポットで栽培し

たところ（図 2）、トウモロコシの草

丈、地上部重量ともミミズ糞を用い

た方が有意に勝りました。さらに、

圃場レベルでもミミズの密度を高め

る栽培をすると作物の生育・収量が

高まることが実証されています。 

これに加えて注目したいのは、こ

の栽培実験のなかで雑草の発生量に

違いがみられたことです。すなわち、処理 10 日後のポットあたりの雑草数は、飼育用土

壌では 42 本でしたが、ミミズ糞では 12 本と有意に尐なくなりました。ミミズは雑草の種

子に比べてより細かい土壌を選択的に摂食するため、その糞中には雑草の種子が尐なくな

り、このような結果が得られたと考えられます。 

 (5)土壌の機能を高める 

ミミズの活動は、作物生産に欠かせない有機物の分解を促進し、土壌の物理的、化学的

性質を改善しています。このはたらきによって、土壌動物や微生物の生息場所や餌が多様

になり、多種多様な生きものが生活できるような環境が形成されます。このため、生物間

の拮抗作用が高まり、生物の密度調整機能も高まります。すなわち、作物の病気や害虫が

発生しにくい環境が形成されるのです。これに加えて、根粒菌や菌根菌などの有用微生物

の拡散を助けるはたらきなども知られています。 

その上、ミミズの体の窒素含量（乾物あたり約 9％）は、土壌（黒ボク土；同約 0.4％）

や作物（同約 2％）に比べて高い。そのため、ミミズの死体は速やかに分解し、窒素は土

壌に吸着され作物の養分となります。この他にも図 3 に示したように、ミミズに代表され

る土壌動物には栽培上重要なはたらきがあります。 

 

₀ ‗ ― ῴ⁴ 

環境の保全に配慮した農業を行うには、作物以外の動植物を排除する管理から共存・共

生をすすめる管理への転換が必要です。さらに、生きもののはたらきを食料生産に利用す

るには、生産の場としての農地に加えて、周りの環境と関係を持つ生態系としての農地の

捉え方が必要です。 

農地を生態系として捉えるとは、農地に生息している多種類の生きもの全体と、それら

の生活の基盤となっている土壌、水、気象などの物理的、化学的な環境を全体として一つ
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のシステムとして捉えることです。そして、生きものの生存基盤が他の生きものの存続に

あること、一つの生きものが死んでその死体が分解されることが他の生きものの生活を育

み、そのことで物質がさまざまな種の間を受け渡されて巡ること、生きものが生活するこ

とによって新たな環境をつくり出し、その環境が生きものの生息を許すことなど、それぞ

れの生きものどうしや生きものと環境との関係に注意を払うことが大切です。 

 

” Ὼ‾”” ‖ ₀  ⁭ῲ 

科学技術の発達によって、作物や土壌のしくみについて、多くの情報が蓄積されてきま

した。土なしで野菜を育てる養液栽培が行われるなかで、「土はなくても作物の栽培は可能」

と考えている方もおられると思います。しかし、土壌は単に作物を支えているだけの存在

ではありません。ミミズを例に紹介したように、多種多様な生きものが生活することで、

時間をかけて形成された複雑なしくみと多様なはたらきがあります。常に人為の影響を受

ける畑地においても、生きものが育む豊かな生態系が形成されることで、持続性のある安

定した農業が成立します。 

今、行っている栽培法の利点、欠点をよく検討したうえで、人間の目先の利益のみを優

先した栽培法から作物とこれを支える土壌や生きものの状態まで考慮した栽培法に組み変

えることが大切です。それには、これからの百年、千年を見通した持続性のある栽培法を

採用すべきです。それこそが、私たちの暮らしやすい環境を保障し、人間にとっても大き

な利益をもたらすことを確信しています。 

 

 

3 1984)
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Ή ₀ ῴ‍΅ ῌΌ‼  ‾” 

 

新しい農の時代を拓こうとする「農を変えたい！全国運動」は六つの提案を基本方針と

して掲げています。それらはどれも当たり前の提案ばかりではありますが、新しい時代を

拓いていくには当たり前の提案をバラバラではなく一つの束として推進していくことが大

切ではないでしょうか。これらの提案が各地でそれぞれ多彩な広がりをもちながら相互に

関連しあい、ひとつの流れとなったとき、時代は拓かれていくのでしょう。以下、こうし

た期待を込めて六頄目について言及します。 

 

‡‗⁯‡‗⁯” ” ₀ ‼‴  

食糧自給率については、国家レベルだけでなく、地域の場での地産地消、一人ひとりの

暮らしの場での生活時給という、三層での複合的な取り組みが必要です。これを生活者の

視点から言い直せば、「もったいない」「いただきます」の気持ちを大切にしながら、暮ら

しの場にある自然を活かした生活自給と地域での地産地消を盛んにしつつ、地産地消の全

国連携としての国家的自給についても具体的な取り組みを進めようという提案です。農産

物の全国的流通の場面でも、顔と暮らしの見える関係を大切にしていくことが求められて

います。 

 

₀ ῲ ΅⁭⁯⁭‚‏‍‾‘ ₀  ‍‼᾿ ₀ ‚ ‴  

このまま放っておけば日本農業は崩壊していくしかありません。守る意志と取り組みが

なければ、維持できません。持続性のある社会、循環型社会、自然共生型社会ということ

が言われていますが、農業が衰退したところに持続性も循環性も自然との共生もあり得ま

せん。子どもたちに次の時代を託そうとしても、農業が壊れてしまえば託すべき何ものも

ないという状況になってしまいます。その意味で、ツルネン議員の言葉のとおり「有機農

業は国の力、国の宝」と捉えていくべきでしょう。 

 

₀Ή ₀ ‗ ‍ ῌ‚  ⁴⁭ῲ‚ ⁯ ‹‴  

これまでは「有機農業」と「慣行農業」という区分で語られることが多くありました。

農業全体を環境保全型に変えていく展望と有機農業推進を有機的に結びつけていく工夫が、

これからの課題となっています。それぞれの地域で、地域の特質を活かしながら、「有機の

里づくり」が多彩に構想され、さまざまなチャレンジが広がることが期待されています。 

そのための核になるのが有機農業技術の確立でしょう。これからの有機農業技術には、

安全、高品質、安定生産などとともに、持続性、環境共生や地域的波及性という視点も大

切になっていきます。有機農業の実践を地域資源として位置づけていく視点も必要でしょ

う。 

 

Ή ║ ῌΌ ”⌂╒⌂‚’⁴⁭ῲ ⁯ ‹‴   

今日の日本農業の危機はグローバル経済がもたらした危機であり、日本農業の安定した

未来のためには、世界経済のルールの組み立て直しが絶対不可欠の課題です。農業は、そ
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れぞれの国や地域の自然や文化の伝統に支えられて存在してきました。それは、それぞれ

の国や地域の社会を支え、特徴ある食文化を育んできました。世界経済のルールは、そう

した農のあり方を尊重する形へと組み立て直していくべきなのです。 

WTO の横暴に抗議するシアトル（アメリカ）、カンクン（メキシコ）、香港での大規模な

デモは、自立的で風土的な農とそれに支えられた食を大切にする世界の民衆の声を代弁す

るものでした。そうした人びととの交流を深めつつ、日本の農と食の現場から世界のルー

ルについての提案をまとめ上げていきたいと考えています。 

 

₀  ⁴Ή ῌ” ₀ ‼‴  

食は単なる栄養素の摂取ではない。食は食べ方であり、それは地域に育まれた文化です。

そのような食とつながることで、農業はもうひとつの文化を獲得することになります。地

産地消は自給論の課題であるばかりでなく、文化論の課題でもあるのです。 

地域の商業についても同じことが言えます。商業は、お金儲けだけの業ではありません。

食に関する商いは食と農のつなぎ目にあって、地域の風土と暮らしに根ざした文化の担い

手となってきました。農にはいつも、耕すことと商うことがいっしょにありました。耕す

ことで農は自然と人間の関係性の文化を育て、商うことで農は人と人の関係性、すなわち

社会の文化を紡いできました。老若男女、地産地消の担い手すべてが、地域の食文化の担

い手になっていくのです。 

 

‍‚ ‚ ⁯ › ”‼‍”‏‍ ₀ ‼‴  

多くの人びとが新しい農業に取り組み、国民皆農論を実践していくためには、田畑の手

当も必要ですし、家屋敶の準備も必要です。もちろん、技術を学ぶ機会や資金的な援助も

欲しいです。農家が有機農業などにチャレンジしていくためにも、同じような仕組みが欲

しいです。広がってしまった耕作放棄地は、まずはこうしたチャレンジの場として活かし

ていければと考えています。 

 

もちろん、さまざまな失敗もあるでしょう。しかし、それも歴史の一過程であり、人生

の一シーンです。皆のチャレンジがうまく進むように、経験交流の機会もたくさん必要で

す。農を学び、新しい農へのチャレンジを支える仕組みを創っていければと考えます。「農

を変えたい！」の取り組みは、新しく農業に参加したいと思っている人たちこそがその先

頭を歩むのでしょう。 

 

中島紀一 編著『いのちと農の論理』コモンズ（2006 年）より引用・改変 
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Ή2007  ῌ 

1. 広報 

 ̧ 技術会議の設立を積極的に紹介し、関係機関、団体に、協力を働きかけます。 

 ̧ ホームページ(HP)を立ち上げます。HP に、研究会、研修会、支援センターなどの案

内を紹介します。 

 ̧ 機関誌を発行（年 3-4 回）します。 

 

2. 年間スケジュール（07 年） 

3 月 16-17 日 『「農を変えたい！全国運動」全国集会 in 滋賀』のなかで、「有機農業

技術会議 第 1 回総合研究会」を開催 

6 月 16 日 第 1 回研究会 茨城大学農学部（茨城県阿見町）  

9 月 第 2 回研究会 キャンパスプラザ京都（京都府京都市）  

12 月 第 3 回研究会および 2007 年(第 1 回)有機農業大学 信州大学（長野県

松本市） 

随時、要請に応じて移動大学（出前講座）を開催します。 

 

3. 07 年度重点課題 

 ̧ 研究会、有機農業大学の開催 

実施農家、学識経験者を招き、技術確立のための研究会を開催します。また、人材育

成の一環として、有機農業の栽培技術、土づくり、雑草および病害虫対策技術などを

紹介する有機農業大学を開催します。 

 ̧ 移動大学（出前講座）の開催 

行政、民間団体の要請に応じて、研修カリキュラムの提案、分野別講師の紹介などを

とおして、研修会の開催を支援します。 

 ̧ 実施者、有機農業技術のデータベース化の開始 

関連情報のデータベース化を計り、会員および関連機関に有機農業の情報を提供しま

す。 

 ̧ 「有機農業技術全書」（仮称）の出版（3-5 年後を目処に） 

編集委員会を設置し、全体構想を提案します。 

 ̧ 支部会の発足準備 

気象条件、土壌条件が異なれば、栽培技術も異なる農業の特殊性を考慮し、地区単位

で地域の特徴を加味した技術確立に向け、準備します。 

 ̧ 「有機農業技術会議認定 有機農業支援センター」の設置 

全国各地に「有機農業技術会議認定 有機農業支援センター」の設置に取り組みます。

支援センターでは、技術の開発・普及、技術研修、就農相談などを行います。 

 ̧ 「有機農業技術会議認定 有機農業実践農場」の登録 

全国の先導的な有機農業農場について「有機農業技術会議認定 有機農業実践農場」

への登録をお願いします。有機農業実践農場には、有機農業モデル農場としての機能

を期待します。 
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＜農を変えたい！全国運動＞  

有機農業の技術確立プロジェクト 呼びかけ人による 

 

”‍‼” 2006.6.27  

 

開催趣旨：＜農を変えたい！全国運動＞では、有機農業の技術確立プロジェクトを立ち上

げ、有機農業技術確立のための全国ネットワークの形成に取り組むことにしました。今回

はその準備作業として呼びかけ人（8 名）を中心として、有機農業技術の現状と課題、有

機農業技術確立運動のあり方等について研究会を開催することにしました。内容としては

呼びかけ人のコミュニケーション、取り組みの課題整理、有機農業技術理論についての予

備的検討を主眼としたいと思います。そのため、参集者は呼びかけ人の紹介者等の方々で

おおよそ 30～40 名程度と考えております。ここでの論議を踏まえて出来るだけ早い機会

に、規模の大きな公開研修会、現地研修会などを企画していく計画です。 

 

日 時：2006 年 6 月 27 日（火）9:30～16:30 

場 所：茨城大学農学部 こぶし会館 2 階研修室 

検討課題：①有機農業の技術確立に関する課題の整理 

②有機農業技術の基本理論構築のための予備討議 

③有機農業技術確立の方向性、今後のあり方 

内 容： 09:30～09:50 中島紀一 (開催趣旨の説明と総合研究会の進め方) 

09:50～10:30 稲葉光國  報告は 25～30 分 質疑討論 10～15 分 

10:30～10:50 コーヒーブレイク 

10:50～11:30 小祝政明 

11:30～12:10 西村和雄 

12:10～13:00 昼食 

13:00～13:40 本田廣一 

13:40～14:20 藤田正雄 

14:20～14:40 コーヒーブレイク 

14:40～16:30 総合討論 

会 費：1,000 円 

連 絡 先：茨城大学農学部 中島紀一 TEL/FAX 029-888-8630 

〒300-0393 茨城県阿見町中央 3-21-1 k-naka@po.sphere.ne.jp 

東京駅八重洲南口 8:00 発江戸崎行き 東京医大病院前 9:10 着 徒歩 2 分 

JR 常磐線土浦駅西口 阿見中央公民館行 東京医大病院前（バス約 15 分） 

 

＜有機農業の技術確立を進める全国ネットワーク 呼びかけ人＞ 

稲葉光國（民間稲作研究所）、小祝政明（ジャパンバイオファーム）、中島紀一（茨城

大学）、西村和雄（京都大学）、橋本力男（堆肥・育土研究所）、藤田正雄（自然農法国

際研究開発センター）、本田廣一（興農ファーム）、山下一穁（土佐自然塾） 
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Ή ”‍‼” ῌ 2006.6.27. ”‴‗‼ 

 

2006.7.1. 中島紀一 

 

「有機農業技術確立のための総合研究会」は８名の呼びかけ人のほか、約 30 名の技術

者、生産者の参加を得て、茨城大学農学部で開催された。研究会では呼びかけ人の中から

稲葉光國、小祝政明、西村和雄、本田廣一、藤田正雄の５氏がそれぞれの有機農業技術論

について報告し、中島の進行の下で多面的な討論がたたかわされた。初めての研究会とい

うこともあって、討論はいずれも糸口が見つけられたという段階でしかないが、かなり刺

激的でかつ建設的なやりとりがなされた。５氏の報告、そして討論も含めて、たいへん有

意義で魅力ある研究会とすることができた。 

技術確立の全国ネットの立ち上げに関してはおおよそ次の５点が確認された。 

(1) 有機農業の技術確立がいま強く求められていること  

(2) 有機農業技術の確立に大きな役割を果たしてきた８名の呼びかけは時機に合って

おり適切であること 

(3) 有機農業技術確立の全国的ネットワークを早期に立ち上げ技術発展の大きなうね

りを作ることが必要であること 

(4) 多面的かつ多様に展開してきた有機農業技術の交流と緩やかな標準化への努力は

有効であること 

(5) 多数の新規参入者を有機農業の世界に迎え入れるためにも技術ネットワークをベ

ースとした研修施設の連携が強く求められていること  

 

今後のこととしてはとりあえず次の６点が確認された。 

(1) 50～100 名くらいの賛同者を募り、正式に全国ネットワークを立ち上げる  

(2) 有機農業の技術確立をめぐる中心的課題を明らかにし、有機農業技術論の骨格を整

理し体系化するために、呼びかけ人を中心に研究会を継続して開催する。そこでの

合意、結論を出来るだけ全国ネットワークに投げかけ、幅広い創造的論議を組織し

ていく 

(3) 有機農業技術確立の全国大会を来夏に開催するための準備を開始する 

(4) 呼びかけ人のリーダーシップの下に相互乗入れ的な現地検討会を開催していく 

(5) 有機農業研修施設の連携を図り、有機農業理念の共有、カリキュラム内容の充実、

研修活動自体の協力・連携などを図っていく  

(6) できるだけ早期にネットワーク組織を確立する。当面は暫定事務局ですすめる。地

域別、部門別、考え方別などの点も配慮しながら、呼びかけ人の合意のもとに本格

的な事務局体制の確立をめざす 

 

研究会での内容的論点については多岐にわたりそのすべてをまとめることは出来ないが、

特に印象に残った点を以下に列記しておきたい。 
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稲葉さんの報告に関しては、抑草対策を進めるなかで田んぼの生態系が豊かに変化して

いくこと、地域資源の有効活用で有機稲作は発展していくこと、個別農家の取り組みだけ

でなく、有機種子の生産供給、米の検査体制の確立など地域的なシステム構築が不可欠だ

ということ、などの指摘が注目された。 

小祝さんの報告に関しては、光合成と栄養吸収の生理的メカニズムのなかで有機農業は

どのように機能していくのかについて明快な整理が示されたが、それが明快であるだけに、

機械的理解につながってしまう危惧も表明され、また植物生理の生態的ダイナミズムにつ

いても注目していくべきではないかなどの意見も寄せられた。 

西村さんの報告については、有機農業では技術は単一ではなく多様な技術カードが準備

が必要だと強調され、また、化学肥料や土壌改良材多投の結果、農地土壌は深刻な過剰状

態にあること、それをどのように是正し、健全な土壌を再生していくかが有機農業技術の

重要な課題となっている、有機は「機有るべし」の意味であり、生育の進行、気候風土、

天候など農業における機への認識が重要だ等の指摘が印象に残った。 

本田さんの報告については、カロリーとタンパクにしか関心を示さない家畜栄養学の貧

困を指摘され、飼料の国内・地域内・経営内自給の重要性、家畜の免疫力の回復の重要性、

自然と共にある健康な家畜の飼い方などが実践報告として強調された。また、家畜の生理

と植物の生理、そして生きている土はそれぞれたいへん良く似ていて、その基礎には微生

物の発酵型の働きがあり、健康な家畜、健康な作物、健康な土の相互連関を創り出すこと

が農業者の仕事だという問題的もたいへん説得的だった。 

藤田さんの報告に関しては、土壌の生態系において粗大有機物と土壌生物（小動物）の

役割が微生物系とならんで重要であること、自然農法に適した品種の育成と保全が特に重

要だということ、雑草を敵視するのではなく、圃場生態系全体の中に雑草も作物も位置付

けて、そこで作物優位の生態系を作っていくことに農業技術の役割がある等々の問題提起

が印象に残った。 

これらの論点についてさらに深く、広く論議し、共通理解を拡げていきたい。 
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新しい時代の農のあり方として有機農業への社会的関心と期待は高まっています。30 年

余の地道な取り組みを踏まえて、有機農業はいま飛躍的発展の好機を迎えています。有機

農業が大きく発展することができれば、日本の農は変わり、日本の社会も救われていくで

しょう。しかしそのためには有機農業自身が技術の面でいま一歩の前進、いっそうの技術

深化が不可欠だと考えます。個々には優れた技術実践はあるものの、それは有機農業生産

者が共有する普遍的技術とはなりきれておらず、新規参入の希望者にとっても有機農業の

学びやすい仕組みは作られていません。また、現場と結びついた技術開発の体制も作られ

てはいません。 

こうした状況認識を踏まえて、「農を変えたい！ 全国運動」は、その重要な実践プロジ

ェクトとして「有機農業技術の確立」の課題を取り上げ、この課題の追求を志す人たちに

よる「有機農業技術会議」を立ち上げることにしました。有機農業の技術確立にむけた全

国ネットの構築は有機農業運動の長年の懸案でしたが、現実にはさまざまな難しさがあっ

て実現されていません。しかし、この課題をいつまでも棚上げにしておくことはできませ

ん。 

「有機農業技術会議」では、賛助会員制度を設けています。会員の方々には当技術会議

の活動に直接参加していただいたり、機関誌などを配信させていただいたりしております。 

賛助会員の募集を行っておりますので、ぜひお申し込み下さい。 

 

‭”€╒→₰ 

＜電子メールによる機関誌の送付＞ 

賛助会員は当技術会議が定期的に電子メールによる機関誌を受け取ることができます。 

 

＜研究会、研修会などへの参加＞ 

当技術会議では、研究者、実務者、農業者、その他の専門家による研究会、研修会など

を開催しております。賛助会員はこれらについて、割引料金で参加することができます。 

 

＜総合研究会への参加＞ 

当技術会議では、年に１回、研究者、実務者、農業者、その他の専門家による総合研究

会を開催しております。賛助会員はこの研究会に参加することができます。 

 

＜ご意見・ご要望の反映＞ 

当技術会議では、アンケートにより研究会、研修会などについて、賛助会員に意見・ご

要望を伺います。 
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＜入会の申し込み＞ 

入会にあたりましては、「入会申込書」に必要事頄をご記入のうえ、当技術会議事務局宛

に郵送又は直接ご提出下さい。申し込みは随時可能です。 

 

＜会費とその支払方法＞ 

賛助会員の年会費は以下のとおりです。 

当技術会議の事業に賛同する団体 10,000 円（1 口） 

当技術会議の事業に賛同する個人 2,000 円（1 口） 

 

申込書が受理されますと、会費の請求書が送付されますので、請求書に記載の口座にお

振込み下さい。入会した翌月末日までにお納め下さい。なお翌年度からは、年度の初め

に年会費を請求させていただきます。 

 

＜会費の送金先＞ 

郵便振替口座番号 00540-8-59183 

加入者名 有機農業技術会議 

または 

銀行口座 八十二銀行波田支店 普通 238273 

加入者名 有機農業技術会議 

 

＜問い合わせ先＞ 

農を変えたい！全国運動 有機農業技術会議 

財団法人自然農法国際研究開発センター農業試験場 内 

〒390-1401 長野県東筑摩郡波田町 5632 

Tel: 0263-92-6800 Fax: 0263-92-6808 E-mail: office@ofrc.net 

  



 

 

農を変えたい！全国運動 有機農業技術会議 

 

賛助会員入会申込書・会員移動連絡票 
 

    年  月  日 

農を変えたい！全国運動 有機農業技術会議代表 殿 

□ 貴技術会議の趣旨に賛同し，以下の通り入会を申し込みます。 

□ 以下のように連絡先を変更しましたので，お届けします。 

 

ふりがな  

氏 名 

団 体 名 
 

口 数 
個人 一口 2,000 円 × （  ）口＝ ,000 円 

団体 一口 10,000 円 × （  ）口＝ 0,000 円 

連 絡 先 

所属 

 

住所 〒   －     

 

Tel  Fax  

E-mail  

 

 

＜申し込み方法＞ 

本用紙をプリントアウト後 Fax・郵送，またはメールに添付してご使用ください。 

申込書が受理されますと会費の請求書が送付されますので，請求書に記載の口座にお振

込み下さい。 

 

＜申し込み先＞ 

有機農業技術会議事務局 

財団法人 自然農法国際研究開発センター農業試験場 内 

〒390-1401 長野県東筑摩郡波田町 5632 

Tel: 0263-92-6800 Fax: 0263-92-6808 E-mail: office@ofrc.net 
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『いのちの秩序農の力―食べもの協同社会への道』本野一郎, コモンズ (2006) 

『自然農法わら一本の革命』福岡正信, 春秋社 (2004) 

『農業聖典』アルバート･ハワード(著)・保田茂監(訳)・魚住道郎(解説), コモンズ (2003) 

『ハワードの有機農業 人間選書 244（上下巻）』アルバート・ハワード(著), 横井利直(翻訳), 日

本有機農業研究会 (2002) 

『有機農業の思想と技術』高松修, コモンズ (2001) 

『生命の医と生命の農を求めて』梁瀬義亮, 地湧社 (1998) 

『自然に聴く』露木裕喜夫, 露木裕喜夫遺稿集刉行会 (1982) 

『有機農法―自然循環とよみがえる生命』J.I.ロデイル(著)・一楽照雄(訳), 協同組合経営研究

所 (1974) 

 

 

『自然栽培ひとすじに』木村秋則, 創森社 (2007) 

『無農薬有機のイネつくり』稲葉光國, 農山漁村文化協会 (2007) 

『いのち育む有機農業 有機農業研究年報 Vol.6』日本有機農業学会, コモンズ (2006) 

『有機農業―農業近代化と遺伝子組み換え技術を問う 有機農業研究年報 Vol.4』日本有機農

業学会, コモンズ (2004) 

『超かんたん無農薬有機農業―全公開!プロ農家の栽培技術』山下一穁, 農村報知新聞社 (2004) 

『スローでたのしい有機農業コツの科学』西村和雄, 七つ森書館 (2004) 

『有機農業と米づくり―自然の循環機能を活かした有機稲作』稲葉光國, 筑波書房 (2004) 

『決定版京野菜を楽しむ』上田耕司, 淡交社 (2003) 

『オーストラリア楽農パラダイス』リックタナカ, 東京書籍 (2003) 

『自然農法を始めました』村田知章, 東京書籍 (2003) 

『有機農業―21 世紀の課題と可能性 有機農業研究年報 Vol.1』日本有機農業学会, コモンズ 

(2001) 

『野菜の博物誌』青葉高, 八坂書房 (2000) 

『有機農業の力』星寛治, 創森社 (2000) 

『自然農―川口由一の世界耕さず、肥料、農薬を用いず、草や虫を敵とせず…』川口由一・鳥

山敏子, 晩成書房 (2000) 

『有機農業ハンドブック―土づくりから食べ方まで』日本有機農業研究会, 日本有機農業研究

会 (1999) 

『自然農法への転換技術』宇田川武俊, 農山漁村文化協会 (1998) 

『代替農業―永続可能な農業をもとめて全米研究協議会リポート』久馬一剛・西村和雄・嘉田

良平(翻訳), 自然農法国際研究開発センター (1992) 

『自然農法の野菜つくり―無農薬・無化学肥料の実際』自然農法国際研究開発センター, 農山

漁村文化協会 (1990) 

『稲の道』渡部忠世, 日本放送出版協会 (1977) 

『日本作物栽培論』川田信一郎, 養賢堂 (1976) 

『稲作以前』佐々木高明, 日本放送出版協会 (1971) 

 

║  

『写真でわかる金子さんちの有機家庭菜園』金子美登, 家の光協会 (2006) 
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『おいしく育てる菜園づくりコツの科学』西村和雄, 七つ森書館 (2006) 

『農薬に頼らない家庭菜園コンパニオンプランツ』木嶋利男, 家の光協会 (2006) 

『岩崎さんちの種子採り家庭菜園』岩崎政利, 家の光協会 (2004) 

『絵とき金子さんちの有機家庭菜園』金子美登・守田勝治, 家の光協会 (2003) 

『自家採種ハンドブック―「たねとりくらぶ」を始めよう』ミシェルファントン・ジュードフ

ァントン(著), 自家採種ハンドブック出版委員会(訳), 現代書館 (2002) 

『カラー版家庭菜園大百科』板木利隆, 家の光協会 (2001) 

『EM でいきいき家庭菜園』EM 研究所 (2001) 

『農園日録一九九八年』高堂敏治, 白地社 (1999) 

『栽培植物の起原と伝播』星川清親, 二宮書店 (1987) 

 

║  

『野菜の成分とその変動―土壌環境からのアプローチ』吉田企世子, 学文社 (2005) 

『土壌の神秘―ガイアを癒す人びと』ピータートムプキンズ, クリストファーバード(著), 新井

昭広(翻訳), 春秋社 (2005) 

『土とは何だろうか?』久馬一剛, 京都大学学術出版会 (2005) 

『有機栽培の基礎と実際―肥効のメカニズムと設肥設計』小祝政明, 農山漁村文化協会 (2005) 

『土の生きものと農業』中村好男, 創森社 (2005) 

『「健康な土」「病んだ土」』岩田進午, 新日本出版社 (2004) 

『根の活力と根圏微生物』小林達治, 農山漁村文化協会 (2000) 

『ミミズと土と有機農業―「地球の虫」のはたらき』中村好男, 創森社 (1998) 

『有機栽培の基礎知識』西尾道徳, 農山漁村文化協会 (1997) 

『土壌診断の方法と活用―作物栄養診断・水質診断』藤原俊六郎・加藤哲郎・安西徹郎, 農山

漁村文化協会 (1996) 

『緑肥を使いこなす』橋爪健, 農山漁村文化協会 (1995) 

『はじめに土あり―健康と美の原点』中嶋常允, 地湧社 (1992) 

『微生物の農業利用と環境保全―発酵合成型の土と作物生産』比嘉照夫, 農山漁村文化協会 

(1991) 

『東京大学公開講座「土」』有馬朗人, 東京大学出版会 (1990) 

『土を知る―土と作物のエコロジー』中嶋常允, 地湧社 (1985) 

『土の科学』大政正隆, 日本放送出版協会 (1977) 

 

║  

『「ただの虫」を無視しない農業』桐谷圭治, 築地書館 (2004) 

『天敵利用で農薬半減―作物別防除の実際』根本久, 農山漁村文化協会 (2003) 

『天敵―生態と利用技術』矢野栄二, 養賢堂 (2003) 

『害虫はなぜ生まれたのか―農薬以前から有機農業まで』小山重郎, 東海大学出版会 (2000) 

『除草剤を使わないイネつくりʄ20数種の抑草法の選び方・組み合わせ方』民間稲作研究所, 農

山漁村文化協会 (1999) 

『アブラムシ―おもしろ生態とかしこい防ぎ方』谷口達雄, 農山漁村文化協会 (1995) 

『天敵利用と害虫管理』根本久, 農山漁村文化協会 (1995) 

『ハダニ―おもしろ生態とかしこい防ぎ方』井上雅央, 農山漁村文化協会 (1993) 

『コナガ―おもしろ生態とかしこい防ぎ方』田中寛, 農山漁村文化協会 (1993) 

『センチュウ―おもしろ生態とかしこい防ぎ方』三枝敏郎, 農山漁村文化協会 (1993) 

『自然・有機農法と害虫』中筋房夫日鷹一雅, 冬樹社 (1990) 
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『減農薬のための田の虫図鑑―害虫・益虫・ただの虫』宇根豊・赤松富仁・日鷹一雅, 農山漁

村文化協会 (1989) 

『対立的防除から調和的防除へ―その可能性を探る』高橋史樹, 農山漁村文化協会 (1989) 

 

║ ║  

『いのちと農の論理－地域に広がる有機農業』中島紀一(編著), コモンズ (2006) 

『オーガニックなイタリア農村見聞録―地域への誇り高き国に学ぶ』蔦谷栄一, 家の光協会 

(2006) 

『ダイコン一本からの革命―環境 NGO が歩んだ 30 年』藤田和芳, 工作舎 (2005) 

『教育農場の四季―人を育てる有機園芸』澤登早苗, コモンズ (2005) 

『有機農業―有機農業法のビジョンと可能性 有機農業研究年報 Vol.5』日本有機農業学会, コ

モンズ (2005) 

『ナチス・ドイツの有機農業―「自然との共生」が生んだ「民族の絶滅」』藤原辰史, 柏書房 

(2005) 

『日本の有機農業―政策と法制度の課題』本城昇, 農山漁村文化協会 (2004) 

『食べものと農業はおカネだけでは測れない』中島紀一, コモンズ (2004) 

『新鮮!おいしい野菜と果物を見つける本』東京青果株式会社・池上正子, 永岡書店 (2003) 

『有機農業―岐路に立つ食の安全政策 有機農業研究年報 Vol.3』日本有機農業学会, コモンズ 

(2003) 

『海外における有機農業の取組動向と実情』蔦谷栄一, 筑波書房 (2003) 

『食農同源―腐蝕する食と農への処方箋』足立恭一郎, コモンズ (2003) 

『有機農業―政策形成と教育の課題 有機農業研究年報 Vol.2』日本有機農業学会, コモンズ 

(2002) 

『200 万都市が有機野菜で自給できるわけ―都市農業大国キューバ・リポート』吉田太郎, 築

地書館 (2002) 

『有機農業が国を変えた―小さなキューバの大きな実験』吉田太郎, コモンズ (2002) 

 

║ ║  

『地域と環境が蘇る水田再生』鷲谷いづみ, 家の光協会 (2006) 

『日本の食と農 危機の本質』神門善久, NTT 出版 (2006) 

『農業と環境』中島紀一・横川洋・古沢広祐・戦後日本の食料農業農村編集委員会(編集), 農林

統計協会 (2005) 

『農業と環境汚染―日本と世界の土壌環境政策と技術』西尾道徳, 農山漁村文化協会 (2005) 

『資源よ、よみがえれ―ごみを活かすリサイクル農業実践記』酒井信一, 素人社 (2004) 

『安全な食・豊かな食への展望を探る―食と農のよい関係をつくりたい』中島紀一, 芽ばえ社 

(2003) 

『安ければ、それでいいのか!?』山下惣一(編著), コモンズ (2001) 

 

 

『最新農業技術事典』農業･生物系特定産業技術研究機構(編), 農山漁村文化協会 (2006) 

『有機農業の事典』天野慶之・多辺田政弘・高松修(編), 三省堂 (2004) 

『新編農学大事典』山崎耕宇・西尾敏彦・久保祐雄・石原邦(編), 養賢堂 (2004) 

『天敵大事典(全 2 冊)』農山漁村文化協会(編), 農山漁村文化協会 (2004) 

『果樹園芸大事典』佐藤公一(編), 養賢堂 (1991)
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連続講座 

京の農 21 ネットワークは、種子の保存や農業の後継者の育成を目指して活動を始めました。

現在、京都を中心に環境保全的な農業に取り組む農家への見学を行ったり、月一回の講演会

などを行ったりしています。 

申し込み・連絡先 

京の農ネットワーク 21 

 E-mail kyo_net_21@ybb.ne.jp 

 Website http://blog.livedoor.jp/kyo21net/ 
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自然農法研修 

自然農法後継者および技術者の育成を目的として研修生を受け入れ、試験研究圃場を教材と

して研修を行っています。研修には本科研修（３月～11 月の約８ヶ月間）、短期研修（３ヶ

月間）などがあります。全寮制で、田畑での実習を通して自然農法を学びます。 

申し込み・連絡先 

自然農法国際研究開発センター農業試験場 教育課 

〒390-1401 長野県東筑摩郡波田町 5632 

  Tel 0263-92-6800 Fax 0263-92-6808 

  E-mail fujita@janis.or.jp 

  Website http://www.janis.or.jp/users/infrc/ 
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短期コース＆研修 

自然農法の普及発展に情熱を傾けようとする青年を対象に、下記の目標を掲げ、自然農法の

原理や技術に基づいた環境保全型農業について実践的教育を行い、自然農法の優れた技術者

および環境を保全する農業後継者として、必要な能力の向上と人格の涵養を図っています。 

１．自然農法に関わる実践的な技術 

２．自然農法を基盤にした健全な農業経営に関わる知識・技術 

３．自然を尊重し、自然の摂理に従い発展する農山村社会建設に役立つ知識・技術 

申し込み・連絡先 

自然農法大学校（大仁農場内） 

〒410-2311 静岡県伊豆の国市浮橋 1606-2 

  Tel 0558-79-0610 Fax  0558-79-0398 担当：名倉 

  E-mail jinodai@moa-inter.or.jp 

  Website http://www.moaagri.or.jp/daigaku.html 
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就農準備名古屋校 

・体験コース １日日帰りの体験コース。親子で参加も可。７月に行われます。 
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・入門コース 農業全般の基礎的なことについて学ぶコース。全部で４コースあります。 

・実践コース ７カ月間にわたり毎週土曜日（もしくは日曜日）、実習を中心に行なうコー

ス。 

愛農大学講座 

全国愛農会は敗戦の年「人類平和」「自主独立と愛と協同による村づくり」を願って、創始

者小谷純一と同じ志をもつ農業者によって創立されました。1955 年から、学びと訓練の場と

して愛農短期大学講座が開かれるようになり、今日に至っています。 

申し込み・連絡先 

社団法人全国愛農会 

〒518-0221 三重県伊賀市別府 740 

  Tel 0595-52-0108 Fax  0595-52-0109 

  E-mail honbu@ainou.or.jp 

  Website http://www.ainou.or.jp/ 
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有機農業入門講座 

入門講座は有機農業を知りたい人、始めたい人、もっと知りたい人のための講座です。一足

先に就農した先輩方に、技術の面だけでなく農業のあるべき姿、農家の暮らしなどをお伺い

します。きっと皆様のご参考になるかと思います。皆様のご参加をお待ちしています。 

申し込み・連絡先 

日本有機農業研究会事務局 

  Tel 03-3818-3078 Fax  03-3818-3417 

  E-mail info@joaa.net 

  Website http://www.joaa.net/ 
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「いのち育む有機農業」研修生 

「いのち育む有機稲作」を実践している当研究所の付属農場を中心に１年間の全ての農作業

を体験しながら、その考え方、技術の体系、各作業の意味などを学習していただきます。１

年間の研修を通して確実に成功するための技術や技能を身に付け、経営的にも自立できるよ

うに、生産から出荷販売までの過程や消費者との交流などあらゆる分野の研修を体験してい

ただくことになります。また２週間に１回の学習会、ポイント研修、現地研修会などにも参

加して、多くの仲間との交流も深めてもらいたいと考えています。 

 

いのち育む有機稲作 ポイント研修生 

土作り・発酵肥料づくり・育苗・代かき湛水・生き物調査・生育診断・収穫調整など有機稲

作技術のポイントごとに、現場実習を中心とした研修を行います。 

申し込み・連絡先 

NPO 法人民間稲作研究所 

〒329-0526 栃木県河内郡上三川町鞘堂 72 

  Tel 0285-53-1133 Fax  0285-53-7093 

  E-mail kenkyujo@inasaku.or.tv 

  Website http://inasaku.or.tv/kenkyujo/ 
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「土佐自然塾」 

実習と講義で 1 年間。有機無農薬農業を志す人のための研修塾、それが「土佐自然塾」です。

講義では、我が国の有機農業の概要・土壌の性質・微生物・病害虫・法律・制度・流通・販

売・農業経営の基礎から収納計画まで総合的に学習します。実習では、栽培に関わる基礎的

技術、農業機械の操作、土づくり、堆肥づくりの研修とともに、パソコン実習、木質バイオ

マス技術の研修など時代にあったテーマを計画しています。 

申し込み・連絡先 

有機のがっこう「土佐自然塾」 

〒781-3401 高知県土佐郡土佐町土居 630 

  Tel 0887-82-1700 Fax  0887-82-1701 

  E-mail info@tosa-yuki.com 

  Website http://www.tosa-yuki.com 

 

 

 

これらの情報は有機農業技術会議ウェブサイト www.ofrc.net にも掲載しています。 

研修機関をご紹介くだされば当技術会議ウェブサイト上に掲載します。 

連絡先：office@ofrc.net 
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